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　（注１）　本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、セイコーエプソン株式会社を指し、「対象者」とは、オリエント時計株式

会社を指します。

　（注２）　本書中の表で計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計欄の数値は必ずしも計数の総和と一致しない場合があ

ります。

　（注３）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

　（注４）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいいます。

　（注５）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38

号。その後の改正を含みます。）をいいます。
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第１【公開買付要項】
 

１【対象者名】

オリエント時計株式会社

 

２【買付け等をする株券等の種類】

普通株式

 

３【買付け等の目的】

(1）本公開買付けの概要

　当社は、本書提出日現在、対象者の発行済株式総数の51.99％（16,521,250株。なお、小数点以下第三位を四捨五入してい

ます。）を保有し、対象者を連結子会社としておりますが、このたび、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、

対象者の発行済株式の全て（但し、当社が保有する対象者株式及び対象者が保有する自己株式を除きます。）を取得する

公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたします。

　なお、対象者は、平成20年９月24日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明するとともに、対象者の株主

に対して本公開買付けに応募することを勧める旨の決議を行っております。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程

　当社グループ（当社並びに当社の子会社及び関連会社をいいます。）は、情報関連機器（プリンタ・液晶プロジェクター

・ＰＣ等）、電子デバイス（中・小型液晶ディスプレイ・水晶振動子・CMOS LSI等）、精密機器（ウオッチ・ウオッチ

ムーブメント・プラスチック眼鏡レンズ・水平多関節型ロボット等）などの開発、製造、販売を主な事業とし、当社及び当

社と一体となった国内外の製造・販売関係会社（連結子会社98社、非連結子会社のうち持分法適用会社２社、及び持分法

適用関連会社４社）によって事業展開を行っております。

　当社グループは、イメージングソリューションを提供するリーディングカンパニーとしての事業基盤を十二分に活かし、

将来にわたって着実に成長していくための指針として、平成15年に中長期基本構想（ＳＥ07）（以下「中長期基本構想」

といいます。）を策定し、ｉ１（imaging on paper：プリンタ）、ｉ２（imaging on screen：プロジェクター）、ｉ３

（imaging on glass：ディスプレイ）という当社グループの強みが活かせる事業ドメイン（３ｉ）に経営資源を集中し、

完成品事業と電子デバイス事業が連携を図りつつ各事業領域を拡大するのと同時に、これらの３つの「ｉ」分野が連携・

融合しながら新しい市場や事業を創出していくことを目指しています。

 

　一方、対象者は、昭和25年の設立以来、「ORIENTブランド」の腕時計の製造・販売を主たる業務として、グローバルな販売

活動を展開しております。

　対象者は、昭和36年10月には東京証券取引所市場第二部に株式を上場し、その後、子会社である秋田オリエント精密株式

会社（以下「秋田オリエント精密」といいます。）が、プリンタ部品及び水晶振動子の加工・組立・販売を行い、また株式

会社ユーティーエスが半導体シリコンウェハーの加工を行うことにより、情報関連事業及び電子デバイス事業にも進出

し、グループの事業を拡大してきました。当社グループは、ウオッチ事業の販売先として、またプリンタ事業及び水晶デバ

イス事業の製造委託先として、対象者及びその子会社との取引を開始し、また対象者に対して資本参加及び役職員の派遣

を行ってきました。対象者は、時計事業における国内の消費低迷などから業績が悪化し、平成12年３月期に連結債務超過に

陥りました。これに対し、対象者は平成12年10月に再建計画を策定し、平成13年３月には財務基盤の安定化と関係強化を目

的として、当社を引受先とする第三者割当増資を実施した結果、当社が51.99％の株式を保有することとなり、対象者は当

社の連結子会社となりました。

　その後対象者は、上場維持を図るべく、資本増強等債務超過解消の方策について検討を重ねましたが、平成15年３月期ま

で３期連続の債務超過に陥り、平成15年７月、対象者の株式は、東京証券取引所市場第二部の上場を廃止されました。現在

対象者の株式は、日本証券業協会のグリーンシート銘柄の指定を受けております。

　また、この間、秋田オリエント精密は、時計製造で培った精密加工・組立技術を活かして、当社グループのプリンタ製品に

使用する部品の加工・組立及び水晶振動子の加工へと事業内容の転換を果たし、以降、当社グループの重要な国内製造拠

点の一つとしての役割を担っています。

 

　現在の当社グループを取り巻く事業環境につきましては、デジタル化の進展による参入障壁の低下がもたらした競争激

化や、商品・技術の成熟化により差別化がますます困難になるなかで、熾烈な価格競争あるいは商品の短サイクル化など

が進行し非常に厳しい状況にあります。このような厳しい事業環境を勝ち抜き、当社グループの今後の更なる成長を実現

するためには、グループ経営戦略に沿った迅速かつ的確な意思決定とその実行によって、グループ経営体質を強化してい
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くことが必要不可欠となります。そして、当社グループの中長期基本構想でも当社グループの主柱事業として位置づけら

れているプリンタ事業、及び電子デバイス事業の中核となる水晶デバイス事業において、これを実現するためには、対象者

グループとの一層の連携強化が必要となります。

　そこで当社は、本公開買付け及びその後に予定している株式交換により対象者を完全子会社化し、必要な施策を推進して

いくことが、当社グループの経営のスピードを向上するとともに更なる効率化の実現につながり、当社グループにおける

経営資源の最適配置及び企業価値の最大化の観点から最善の選択であるものと判断いたしました。

 

　対象者にとりましても、対象者グループ（対象者並びに対象者の子会社及び関連会社をいいます。）の主力事業である情

報関連事業と電子デバイス事業が、当社グループからの製造受託であるという性格を有することから、対象者グループが

独自に生産技術力や生産性を向上するには限界があります。今後予想される対象者グループの厳しい事業環境を考慮する

と、対象者が当社の完全子会社となることによって、対象者グループは、当社グループ内において、より柔軟かつ機動的に

事業基盤を強化するとともに、安定的な企業経営を実現することができ、最終的には対象者の顧客、従業員及び取引先等の

ステークホルダーに持続的な利益を提供する好機になるものと考えております。

　なお、当社は、対象者の完全子会社化後も、対象者の従業員及び時計事業等に関連するブランド等につきましては維持継

続する予定です。当社は、対象者の完全子会社化を完了した後は、対象者グループが当社グループの技術、ノウハウ、生産設

備、生産方式などの経営資源を有効活用することにより、より効率的かつ機動的な事業オペレーション体制を構築できる

よう、対象者の経営を行ってまいります。まず、秋田オリエント精密が営むプリンタ事業については、自動化・高効率合理

化生産設備の共同開発と導入により、高品質・低コスト製品の製造・加工を可能とし、対象者グループ、ひいては当社グ

ループのさらなる競争力強化につなげることを目指します。また、同様に秋田オリエント精密が営む水晶デバイス事業に

ついても、当社グループの主力製品で今後多彩なアプリケーションへの搭載が期待されるジャイロセンサーなどの国内量

産基幹拠点として位置付け、新たな生産方式の開発・導入により生産効率性を向上するとともに、製品の量産立ち上げを

中心に商品開発のスピード化を実現し、事業の拡大と強化を目指していきます。一方、対象者グループの時計事業において

は、当社グループの有する精密機器事業における生産・製造に関する技術、ノウハウ、人材などの経営資源の活用を通し

て、製造基盤の強化を図るとともに一層の採算改善に取り組むこととします。これらの施策により、対象者グループの事業

体質及び経営基盤の強化を行ない、対象者グループ、ひいては当社グループ全体の企業価値の最大化を図っていきたいと

考えております。

　また、当社は、対象者の完全子会社化後も、対象者グループを含めた当社グループ内における経営資源の最適配分及びそ

れによる当社グループ全体の企業価値の最大化の観点から、当社グループと対象者グループとのさらなる関係強化を図り

つつ、当社グループ内外における再編を含むあらゆる可能性も視野に入れ、その時々における最善の施策を継続的に検討

し、実施していく所存です。

　なお、上記各施策の決定及び実行にあたって、適時開示の必要が生じた場合には、適時開示規則に従い、適切に情報開示を

いたします。
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(3）買付価格の公正性を担保するための措置

　当社は、本公開買付けにおける対象者株式の買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）の公正性を担保するた

め、買付価格を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であり、当社のフィナンシャル・アドバイ

ザーである日興コーディアル証券株式会社（以下「日興コーディアル証券」といいます。）から平成20年９月22日に提出

された株式価値算定書を参考にいたしました（なお、日興コーディアル証券からは買付価格の公正性に関する意見（フェ

アネスオピニオン）は取得しておりません。）。日興コーディアル証券は、類似上場会社比較法、ディスカウンテッド・

キャッシュフロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて対象者の株式価値を算定しております。それぞ

れの手法によって算定された対象者の１株あたりの株式価値の範囲は、類似上場会社比較法では107円から131円、ＤＣＦ

法では102円から156円であります。当社は、かかる株式価値算定書を参考にし、対象者による本公開買付けへの賛同の可

否、本公開買付けの成立の見通し等も総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉結果等もふまえ、平成20年９月24日開

催の当社取締役会において、最終的な買付価格を130円と決定いたしました。なお、買付価格130円は、当社取締役会開催日

の前営業日（平成20年９月22日）直近の取引成立日（平成20年９月22日）において成立した取引の売買価格70円に対し

て、85.71％（小数点以下第三位四捨五入）、当社取締役会開催日の前営業日（平成20年９月22日）において日本証券業協

会が公表した対象者普通株式の買い気配値70円に対して、85.71％（小数点以下第三位四捨五入）、それぞれ上回っており

ます。

　一方、対象者においては、当社が対象者の親会社であることから、対象者の他の株主に対して提示する買付価格その他の

条件についてその公正性を担保するため、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であり、対象者のフィナンシャル

・アドバイザーである新光証券株式会社（以下「新光証券」といいます。）から、平成20年９月22日に提出された株式価

値算定書を参考にいたしました（なお、新光証券から買付価格の公正性に関する意見（フェアネスオピニオン）は取得し

ておりません。）。また、対象者のリーガルアドバイザーである山﨑法律事務所からも対象者の意思決定の公正性の担保に

ついて必要な法的助言も得ております。

　対象者はこれらの内容を踏まえたうえで、当社との協議内容や本公開買付けの諸条件を検討した結果、平成20年９月24日

開催の取締役会において、本公開買付けの諸条件は妥当であり、当社以外の対象者の株主に対して合理的な価格により対

象者の株式の売却機会を提供するものであると判断し、本公開買付けについて賛同の意を表明するとともに、対象者の株

主に対して本公開買付けに応募することを勧める旨の決議を行いました。

　以上に加え、当社は、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を比較的長期間であ

る34営業日に設定することにより、他の買付者による買付けの機会を確保するとともに、対象者の株主に対して本公開買

付けの応募の適切な判断機会を提供しております。また、当社と対象者との間で、対象者株式の買付けについて、他の買付

者の出現及び遂行を阻害するような合意は存在しておりません。このように、第三者からの買付けの機会を確保すること

により、本公開買付価格の適正性を客観的にも担保しています。

 

(4）利益相反を回避するための措置

　当社と当社の連結子会社である対象者の間の利益相反を回避するための措置として、上記(3）記載のとおり、当社と対象

者はそれぞれ別個に、当社及び対象者とは独立した第三者算定機関から株式価値算定書を取得し、それを参考に当社は本

公開買付けの買付価格を決定し、対象者は本公開買付けに対する賛同等に関する判断をいたしました。

　また、対象者の取締役会は本公開買付けに対する意見表明にかかる決議をするにあたり、新光証券による株式価値算定書

に加え、対象者のリーガルアドバイザーである山﨑法律事務所の助言も参考にいたしました。なお、平成20年９月24日開催

の対象者取締役会において本公開買付けに賛同するとともに、対象者の株主に対して本公開買付けに応募することを勧め

る旨の決議をするにあたっては、対象者の代表取締役社長である渡邉淳氏及び取締役である佐藤敏氏は当社の従業員であ

るため、対象者における意思決定の公正性及び中立性を保つ観点から審議及び決議には参加しておらず、対象者の社外監

査役である草深完至氏及び内藤高弘氏はいずれも当社の従業員であり、また常勤監査役上村和孝氏も当社の従業員である

ため、それぞれ利益相反のおそれがあることから、上記審議及び決議に対していずれも意見を差し控えております。対象者

の上記取締役会においては、このような利益相反回避のための措置が採られたうえで、上記渡邉氏及び佐藤氏以外の対象

者の取締役全員が参加し、決議に参加した取締役の全員一致で賛同の意見を表明し、対象者の株主に対して本公開買付け

に応募することを勧めることが決議されました。
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(5）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

　当社は、本公開買付けにおいて、買付予定の株券等の数に上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の

買付け等を行います。

　上記(1）及び(2）記載のとおり、当社は、対象者を当社の完全子会社とすることを企図しておりますが、グリーンシート

銘柄の指定を受けている対象者の株式は、金融商品取引所市場に上場している有価証券とは異なり、流動性が低いなかで、

対象者の株主へ売却の機会を提供しつつ円滑に完全子会社化を行うため、本公開買付けを実施いたします。本公開買付け

により当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除いた対象者の発行済株式の全てを取得できなかっ

た場合、当社は、本公開買付け後に、対象者との間で、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換（以下「本株

式交換」といいます。）を行うことにより、対象者の株主に対して対象者株式にかかる株式買取請求権行使の機会を提供

しつつ、対象者の発行済株式の全てを取得することを予定しております。本株式交換においては、対象者の株主（但し、当

社を除きます。）が所有する対象者株式の対価として金銭を交付することを予定しております。なお、当社は、対象者に対

し、本株式交換について、会社法第784条第１項に定める略式株式交換の制度の活用を要請する可能性があり、その場合に

は対象者における株主総会の決議を経ずに本株式交換が実施される可能性があります。また、当社においては、会社法第

796条第３項本文に定める簡易株式交換により、当社の株主総会の承認決議を経ずに本株式交換を実施する予定です。

　なお、当社は、本株式交換について効力発生日を平成21年３月１日（予定）とし、対象者の株主（但し、当社を除きま

す。）が所有する対象者株式の対価として金銭を交付することを予定しておりますが、関連法令についての当局の解釈等

の状況並びに本公開買付け後の当社の株券等所有割合及び当社以外の対象者株主による対象者株式の保有状況等によっ

ては、本株式交換の実施の有無又は対価・実施時期等の諸条件に変更が生じる可能性や、本株式交換に代えてそれと同等

の効果を有する他の方法により、対象者の発行済株式の全てを取得する可能性があります。

　また、本株式交換が行われる場合、交付されることとなる金銭の額は現段階では未定ですが、当該額は特段の事情がない

限り、本公開買付けの買付価格と同一の価格を基準とする予定です。しかしながら、その算定の時点が異なることから、当

該算定時点における対象者の経営、事業、業績及び財政状態並びにこれらの見込み、対象者の事業を取り巻く経営環境の変

化、当社グループの業績等の変動や株式市場の影響並びに裁判所の判断等といった特段の事情により、当該額が本公開買

付けの買付価格と異なる可能性があります。

　本株式交換については、本株式交換に反対する対象者の株主が会社法第785条その他関連法令の定めに従い、対象者に対

して株式買取請求権を有する場合がありますが、株式買取請求権を行使した場合の１株当たりの買取価格についても、最

終的には裁判所が判断することとなるため、本公開買付けの買付価格又は本株式交換に際して対象者の株主に交付される

財産の経済的価値とは異なる可能性があります。本公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての株式買取請求にか

かる税務上の取扱い等については、株主の皆様が、自らの責任において、各自の税務アドバイザー等にご確認いただきます

ようお願いいたします。

　本株式交換又はそれに代わる手続の具体的な日程等の詳細につきましては、対象者と協議の上、決定次第、速やかに公表

いたします。
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(6）対象者株式がグリーンシート銘柄の指定の取消しとなる見込みがある旨及び指定の取消しを目的とする理由

　対象者株式は、現在、日本証券業協会のグリーンシート銘柄に指定されておりますが、当社は、本公開買付け終了後、上記

(5）記載の本株式交換の手続により、対象者が当社の完全子会社となる場合には、取扱証券会社より日本証券業協会へグ

リーンシート銘柄の指定の取消し届出がなされる予定であり（届出の日程等は現時点で未定です。）、かかる届出により、

対象者株式は、日本証券業協会のグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則に従い、所定の手続を経てグ

リーンシート銘柄の指定を取り消されることとなる見込みです。なお、この届出は、対象者が最終的に当社の完全子会社と

なることを見込んで行うものであり、本公開買付けは、上記(1）及び(2）に記載のとおり、対象者を最終的に当社の完全子

会社とすることを目的とするもので、指定の取消し自体を目的とするものではありません。

　グリーンシート銘柄の指定が取消しとなった後は、対象者株式について日本証券業協会のグリーンシート銘柄及びフェ

ニックス銘柄に関する規則に基づく店頭取引を行うことができなくなりますが、上記(5）記載のとおり、当社は、本公開買

付け終了後に本株式交換を実施することを予定していますので、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主は本株式交

換により対象者株式の対価（上記(5）に記載のとおり、対価は本公開買付けの買付価格と同一の価格を基準とする予定で

すが、現段階では未定です。）を受領する予定です（また、本株式交換に反対する対象者の株主は会社法第785条その他関

連法令の定めに従って株式買取請求権を有する場合があります。）。但し、上記(5）に記載のとおり、本株式交換の実施の

有無又は時期等の諸条件に変更が生じる可能性があります。

　また、上記指定取消しの届出が何らかの理由により行われない又は遅延した場合でも、本株式交換の実施に伴い、日本証

券業協会のグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則に基づく、対象者の完全子会社化を理由とする日本証

券業協会による指定取消しの規定に従い、対象者株式は、所定の手続を経てグリーンシート銘柄の指定を取り消されるこ

ととなる見込みです。

 

(7）当社と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項

　当社は、対象者の第三位株主（平成20年６月30日現在）である株式会社みずほコーポレート銀行との間で、平成20年９月

24日に公開買付けの応募に関する契約を締結し、同社の所有する対象者株式1,433,000株（本書提出日現在、発行済株式総

数に対する所有割合4.51％（小数点以下第三位を四捨五入しています。））の全てについて原則として本公開買付けに応

募する旨の同意を得ております。

 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間 平成20年９月25日（木曜日）から平成20年11月13日（木曜日）まで（34営業日）

公告日 平成20年９月25日（木曜日）

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
（電子公告アドレス　http://info.edinet-fsa.go.jp/）

 

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

　該当事項はありません。

 

③【期間延長の確認連絡先】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

 6/98



（２）【買付け等の価格】

株券 １株につき、金130円

新株予約権証券 －

新株予約権付社債券 －

株券等信託受益証券

（　　　　　）

－

株券等預託証券

（　　　　　）

－

算定の基礎 　当社は、本公開買付けにおける買付価格である１株あたり130円を決定するにあたり、当

社及び対象者から独立した第三者算定機関であり、当社のフィナンシャル・アドバイ

ザーである日興コーディアル証券より平成20年９月22日に提出された株式価値算定書を

参考にいたしました（なお、日興コーディアル証券からは買付価格の公正性に関する意

見（フェアネスオピニオン）は取得しておりません。）。

　日興コーディアル証券は類似上場会社比較法とＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株

式価値を算定しております。

　株式価値算定書によりますと、各手法に基づいて算定された対象者株式１株当たりの株

式価値の範囲は以下のとおりです。

①類似上場会社比較法：107円から131円

②ＤＣＦ法：102円から156円

①類似上場会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場会社の市場価

格や収益性等を示す財務諸表との比較を通じて対象者の株式価値を評価し、１株当た

りの普通株式の価値の範囲を107円から131円までと算定いたしました。

②ＤＣＦ法では、対象者の平成21年３月期から平成23年３月期までの収益予想や事業投

資等の計画の諸要素を前提とし、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッ

シュフローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の株式価値を評価し、１株

当たりの普通株式の価値の範囲を102円から156円までと算定いたしました。

　当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を慎重に検討いたしました。その結果、当社

は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成立の見通し等も総合的

に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉結果等も踏まえ、最終的な買付価格を130円と決定

いたしました。

　なお、買付価格130円は、当社取締役会開催日の前営業日（平成20年９月22日）直近の取

引成立日（平成20年９月22日）において成立した取引の売買価格70円に対して、85.71％

（小数点以下第三位四捨五入）、当社取締役会開催日の前営業日（平成20年９月22日）

において日本証券業協会が公表した対象者普通株式の買い気配値70円に対して、85.71％

（小数点以下第三位四捨五入）、それぞれ上回っております。

算定の経緯 　当社は、当社及び対象者が今後の更なる成長を果たすためには、当社グループ経営戦略

に沿った迅速かつ的確な意思決定とその実行によって、経営体質を強化していくことが

必要不可欠であると考え、平成20年７月頃より両社間で協議を重ねてまいりました。

　かかる協議の結果、本公開買付け及びその後に予定している株式交換により対象者を当

社の完全子会社化することが、当社グループにおける経営資源の最適配置及び企業価値

の最大化の観点から最善の選択であるものと判断いたしました。

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

 7/98



算定の経緯 （買付価格決定に至る過程）

　当社は、買付価格を決定するにあたり平成20年７月に、当社及び対象者から独立した第

三者算定機関である日興コーディアル証券を当社のフィナンシャル・アドバイザーに選

任し、日興コーディアル証券に対して、対象者の株式価値算定書を依頼した結果、平成20

年９月22日で取得しております（なお、日興コーディアル証券からは買付価格の公正性

に関する意見（フェアネスオピニオン）は取得しておりません。）。

　日興コーディアル証券は、対象者の株式価値を算定するにあたり、本件における算定手

法を検討した結果、類似上場会社比較法とＤＣＦ法の各手法を用いて算定しております。

その結果は以下のとおりです。

①類似上場会社比較法：107円から131円

②ＤＣＦ法：102円から156円

 

　当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を慎重に検討しました。その結果、当社は、

対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成立の見通し等も総合的に

勘案し、かつ、対象者との協議・交渉結果等も踏まえ、平成20年９月24日開催の当社取締

役会において、最終的な買付価格を130円と決定いたしました。

 

 （買付価格の公正性を担保するための措置について）

　対象者は、当社が対象者の親会社であることから、対象者の他の株主に対して提示する

買付価格その他の条件についてその公正性を担保するため、当社及び対象者から独立し

た第三者算定機関であり、対象者のフィナンシャル・アドバイザーである新光証券から

取得した株式価値算定書を参考にしました（なお、新光証券から公正性に関する意見

（フェアネスオピニオン）は取得しておりません。）。また、対象者のリーガルアドバイ

ザーである山﨑法律事務所からも法的助言を得ました。

　対象者はこれらの内容を踏まえたうえで、当社との協議内容や本公開買付けの諸条件を

検討した結果、平成20年９月24日開催の取締役会において、本公開買付けの諸条件は妥当

であり、対象者の株主に対して合理的な価格により対象者の株式の売却機会を提供する

ものであると判断し、本公開買付けについて賛同の意を表明するとともに、対象者の株主

に対して本公開買付けに応募することを勧める旨の決議を行いました。

 

 （利益相反を回避するための措置）

　当社と当社の連結子会社である対象者の間の利益相反を回避するための措置として、当

社と対象者はそれぞれ別個に、当社及び対象者とは独立した第三者算定機関から株式価

値に対する意見を取得し、それを参考に当社は本公開買付けの買付価格を決定し、対象者

は本公開買付けに対する賛同等に関する判断をいたしました。

　また、対象者の取締役会は本公開買付けに対する意見表明にかかる決議をするにあた

り、新光証券による株式価値算定書に加え、対象者のリーガルアドバイザーである山﨑法

律事務所の助言も参考にいたしました。

　なお、平成20年９月24日開催の対象者取締役会において本公開買付けに賛同するととも

に、対象者の株主に対して本公開買付けに応募することを勧める旨の決議をするにあ

たっては、対象者の代表取締役社長である渡邉淳氏及び取締役である佐藤敏氏は当社の

従業員であるため、対象者における意思決定の公正性及び中立性を保つ観点から審議及

び決議には参加しておらず、対象者の社外監査役である草深完至氏及び内藤高弘氏はい

ずれも当社の従業員であり、また常勤監査役上村和孝氏も当社の従業員であるため、それ

ぞれ利益相反のおそれがあることから、上記審議及び決議に対していずれも意見を差し

控えております。対象者の上記取締役会においては、このような利益相反回避のための措

置が採られたうえで、上記渡邉氏及び佐藤氏以外の対象者の取締役全員が参加し、決議に

参加した取締役の全員一致で賛同の意見を表明し、株主に対して本公開買付けに応募す

ることを勧めることが決議されました。
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（３）【買付予定の株券等の数】

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定数の下限 株式に換算した買付予定数の上限

15,234,329（株） －（株） －（株）

　（注１）　本公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買

付け等を行います。

　（注２）　単元未満株式についても、買付け等の対象としております。但し、応募に際しては株券を提出する必要があります（株

券が公開買付代理人（下記「７　応募及び契約の解除の方法　(1）応募の方法　①」に記載されているものをいいま

す。）により保管されている場合は、株券の提出は必要ありません。）。なお、会社法に従い株主より単元未満株式買

取請求権が行使された場合には、対象者は法令に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。この

場合、対象者は法令及び対象者株式取扱規程等に定める価格にて当該株式を買取ります。

　（注３）　本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

　（注４）　株式に換算した買付予定数（以下「買付予定数」といいます。）は最大で15,234,329株となります。これは、対象者の

平成21年３月期（第84期）第１四半期報告書（平成20年８月６日提出）に記載された平成20年８月６日現在の発

行済株式総数（31,780,000株）から本書提出日現在対象者が所有する自己株式数（24,421株）及び当社が所有す

る株式数（16,521,250株）を控除した数です。

 

５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a) 15,234

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b) －

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(c)

－

届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d) 16,521

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) －

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(f)

－

届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(g) 18

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h) －

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(i)

－

対象者の総株主等の議決権の数（平成20年３月31日現在）（個）(j) 30,509

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
（a／j）（％）

47.97

買付け等を行った後における株券等所有割合
（(a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100）（％）

100.00

　（注１）　「買付予定の株券等に係る議決権の数(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数（15,234,329株）に係る議決権の

数です。

　（注２）　「届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(g)」は、各特別関係者（但し、対象者を除き

ます。）が保有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係

者の保有する株券等についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」

の計算においては、「届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(g)」を分子に加算し

ておりません。
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　（注３）　「対象者の総株主等の議決権の数(j)」は、対象者の平成21年３月期（第84期）第１四半期報告書（平成20年８月６

日提出）に記載された平成20年３月31日現在の総株主等の議決権の数です。但し、当該議決権の数には、株式会社証

券保管振替機構（以下「証券保管振替機構」といいます。）名義の完全議決権株式に係る議決権の数及び第三者に

よる株券喪失登録のなされている株式に係る議決権の数が含まれておらず、また、本公開買付けにおいては単元未

満株式についても買付け等の対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数

に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、同四半期報告書に記載さ

れた平成20年３月31日現在の証券保管振替機構名義の完全議決権株式（1,188,000株）に係る議決権の数（1,188

個）、平成20年３月31日現在の第三者による株券喪失登録のなされている株式（1,000株）による議決権制限個数

（１個）及び本書提出日現在の単元未満株式の数（58,000株）から本公開買付けで取得する予定のない本書提出

日現在において対象者が所有する単元未満の自己株式421株を控除した57,579株に係る議決権の数（57個）を加

え、「対象者の総株主等の議決権の数(j)」を31,755個として計算しております。

　（注４）　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における

株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

６【株券等の取得に関する許可等】

　該当事項はありません。

 

７【応募及び契約の解除の方法】

（１）【応募の方法】

①　公開買付代理人

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

②　本公開買付けに係る株券等の申込みに対する売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」といいます。）は、公

開買付代理人の本店若しくは国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、応募

株式を表章する株券（以下「応募株券」といいます。）を添えて、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してく

ださい（但し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店

の営業時間等をご確認のうえ、お手続きください。）。なお、応募株券が公開買付代理人により保管されている場合は、

応募株券の提出は必要ありません。また、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われま

せん。

③　応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。また、公開買付代理

人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。口座を開設される場合には、本

人確認書類（注１）をご提出いただく必要があります。

④　外国の居住者である株主等（法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合、日本国内の常任代

理人（以下「常任代理人」といいます。）を通じて応募してください。また、本人確認書類（注１）をご提出いただく

必要があります。

⑤　居住者である個人株主の場合、買付けられた株券に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得

等に関する申告分離課税（注２）の適用対象となります。

⑥　公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店において、公開買付期間の末日の15時30分まで応募の受付をします（但

し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間

等をご確認のうえ、お手続きください。）。

⑦　他人名義の株券は、本公開買付けの対象としておりません。他人名義の株券を保有されている応募株主等は、事前に対

象者の株主名簿管理人にて名義書換手続きを行ったうえで、本人名義となった株券を添えて公開買付期間の末日の15

時30分までに、公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店において応募してください（但し、各営業店によって営

業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手

続きください。）。

　（注１）　本人確認書類について

公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募され

る場合には、次の本人確認書類が必要になります。
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個人

〔有効期限内の原本〕

運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、住民基本台帳カード（氏名・住所及び生年

月日の記載のあるもの）、パスポート

〔発行から６ヶ月以内の原本〕

住民票の写し、印鑑証明書、住民票の記載事項証明書、転出証明書、外国人登録証明書、外国人登録原票の

写し

※　住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。

※　各種健康保険証の場合には、ご住所の記載もれ等がないかをご確認ください。

※　郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。運転免許証等の裏面に

ご住所の訂正が記載されている場合は裏面のコピーもご提出ください。

法人

①　登記簿謄本、印鑑登録証明書その他官公庁から発行された書類（６ヶ月以内に作成のもので、名称と本

店所在地の両方を確認できるもの）

②　法人自体の本人確認に加え、代表者若しくは代理人・取引担当者個人（契約締結の任に当たる者）の

本人確認書類（上記「個人」と同様）

外国人株主

常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書（当該外国人

株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。）の写し、並びに常任

代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類

その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの

　（注２）　株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（居住者である個人株主の場合）

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。なお、対象者

株式は非上場株式でありますことにご留意ください。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自

ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

（２）【契約の解除の方法】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

　契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る契約の解

除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してください（但し、各営業店によって営業時

間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続き

ください。）。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に到達するこ

とを条件とします（但し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になら

れる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続きください。）。

 

解除書面を受領する権限を有する者

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

（その他の日興コーディアル証券株式会社国内各営業店）

 

（３）【株券等の返還方法】

　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除をした場合には、

解除手続終了後速やかに、後記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返

還します。

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
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８【買付け等に要する資金】

（１）【買付け等に要する資金等】

買付代金（円）(a) 1,980,462,770

金銭以外の対価の種類 －

金銭以外の対価の総額 －

買付手数料（円）(b) 70,000,000

その他（円）(c) 10,000,000

合計（円）(a)＋(b)＋(c) 2,060,462,770

　（注１）　「買付代金(a)」欄は、本公開買付けにおける買付予定数（15,234,329株）に、１株当たりの買付価格を乗じた金額で

す。

　（注２）　「買付手数料(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額です。

　（注３）　「その他(c)」欄は、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、

その見積額です。

　（注４）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　（注５）　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定で

す。

 

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類 金額（千円）

当座預金 3,011,102

計(a) 3,011,102

 

②【届出日前の借入金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ － － － －

２ － － － －

計 －

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

－ － － －

－ － － －

計 －
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③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ － － － －

２ － － － －

計(b) －

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

－ － － －

－ － － －

計(c) －

 

④【その他資金調達方法】

内容 金額（千円）

－ －

計(d) －

 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

3,011,102千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

　該当事項はありません。

 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

　該当事項はありません。

 

１０【決済の方法】

（１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

 

（２）【決済の開始日】

平成20年11月19日（水曜日）

 

（３）【決済の方法】

　公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合にはその

常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。

　買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅

滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。
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（４）【株券等の返還方法】

　後記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示

の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、

返還することが必要な株券等を、応募株主等の指示により、決済の開始日（本公開買付けの撤回等を行った場合は撤

回等を行った日）以後遅滞なく、下記の方法により返還します。

①　応募に際し公開買付代理人に対して株券等が提出された場合は、買付けられなかった株券等を応募株主等（外

国人株主等の場合はその常任代理人）に郵送又は交付します。

②　公開買付代理人により保管されている株券等について応募が行われた場合は、買付けられなかった株券等を応

募が行われた時の保管の状態に戻します。

 

１１【その他買付け等の条件及び方法】

（１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

　公開買付者は、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。従って、公開買付者は、応募株券等の全

部の買付け等を行います。

 

（２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

　令第14条第１項第１号イ乃至チ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至ト、第５号並びに同条第２項第３号乃至第６号

に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日まで

に公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

（３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

　対象者が公開買付期間中に、法第27条の６第１項第１号の規定により令第13条第１項に定める行為を行った場合は、

府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

　買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買

付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告

を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の

買付条件等により買付けを行います。

 

（４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】

　応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法について

は、前記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。

　なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求すること

はありません。また、保管した応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

 

（５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行う

ことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経

済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法に

より公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券

等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。
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（６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

　訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載

した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既

に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正

の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を

応募株主等に交付することにより訂正します。

 

（７）【公開買付けの結果の開示の方法】

　本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法に

より公表します。

 

（８）【その他】

　本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便

その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通

信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行わ

れるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募す

ることはできません。

　また、本公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その

他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接

又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。

　本公開買付けに応募する方（外国人株主の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要

求されます。

　応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が

本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米

国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関し

て、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミ

リ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用して

いないこと、及び、他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと（当該他の

者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。
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第２【公開買付者の状況】
 

１【会社の場合】

（１）【会社の概要】

①【会社の沿革】

年月 沿革

昭和17年５月 時計部品の加工などを目的として有限会社大和工業設立、ウオッチ事業開始

昭和34年５月 株式会社第二精工舎（現　セイコーインスツル株式会社）諏訪工場より営業譲受、有限会社諏訪

精工舎に商号変更

昭和34年９月 株式会社諏訪精工舎に組織変更

昭和36年12月国内製造会社信州精器株式会社（後のエプソン株式会社）設立

昭和43年８月 シンガポールに製造会社Tenryu（Singapore）Pte.Ltd.（現　Singapore Epson Industrial

Pte.Ltd.）設立

昭和43年９月 ミニプリンタ事業開始

昭和48年11月半導体事業開始

昭和49年２月 香港に製造会社Suwa Overseas Ltd.（現　Epson Precision（Hong Kong）Ltd.）設立

昭和50年４月 アメリカに販売会社Epson America, Inc.設立

眼鏡レンズ事業開始

昭和50年６月 非時計分野のカンパニーブランドとして「ＥＰＳＯＮ」ブランド制定

液晶表示体事業開始

昭和51年７月 水晶デバイス事業開始

昭和53年12月コンピュータ用プリンタ事業開始

昭和54年11月ドイツに販売会社Epson Deutschland GmbH設立

昭和55年10月香港に販売会社Epson Electronics Trading Ltd.（現　Epson Hong Kong Ltd.）設立

昭和57年11月シンガポールに販売会社Epson Electronics（Singapore）Pte.Ltd.（現　Epson Singapore

Pte.Ltd.）設立

昭和58年５月 国内販売会社エプソン販売株式会社設立

昭和60年１月 国内製造会社庄内電子工業株式会社（現　東北エプソン株式会社）設立

昭和60年２月 アメリカに製造会社Epson Portland Inc.設立

昭和60年11月エプソン株式会社を吸収合併、セイコーエプソン株式会社に商号変更

昭和62年１月 イギリスに製造会社Epson Telford Ltd.設立

平成元年１月 液晶プロジェクター事業開始

平成元年９月 ドイツに販売会社Epson Semiconductor GmbH（現　Epson Europe Electronics GmbH）設立

平成２年１月 オランダに地域統括会社Epson Europe B.V.設立

平成５年１月 アメリカに地域統括会社U.S.Epson, Inc.設立

平成５年11月 国内販売会社エプソンダイレクト株式会社設立

平成６年７月 インドネシアに製造会社P.T. Indonesia Epson Industry設立

平成８年２月 中国に製造会社Suzhou Epson Quartz Devices Co., Ltd.（現　Suzhou Epson Co., Ltd.）設立

平成８年11月 アメリカに販売会社Epson Electronics America, Inc.設立

平成10年４月 中国に地域統括会社Epson（China）Co., Ltd.設立

平成13年３月 オリエント時計株式会社を子会社化

平成15年６月 東京証券取引所市場第一部に株式上場

平成16年10月液晶ディスプレイ事業を会社分割し、三洋エプソンイメージングデバイス株式会社（現　エプソ

ンイメージングデバイス株式会社）として営業開始

平成17年10月水晶デバイス事業を会社分割し、エプソントヨコム株式会社として営業開始

平成18年12月三洋エプソンイメージングデバイス株式会社を株式取得により完全子会社化し、エプソンイ

メージングデバイス株式会社に商号変更
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②【会社の目的及び事業の内容】

会社の目的

(1）電気機械器具、電気通信機械器具及び電子応用機械器具類、その部品及び付属品の製造並びに販売

(2）産業機械器具及び事務用機械器具類、その部品及び付属品の製造並びに販売

(3）時計及び眼鏡類、その部品及び付属品の製造並びに販売

(4）測定機械器具、光学機械器具及び医療機械器具の製造並びに販売

(5）電子部品の製造及び販売

(6）コンピュータ用及び周辺機器用ソフトウェアの作成並びに販売

(7）上記各号の製品に関連する修理及び保守サービス業

(8）情報処理及び情報提供サービス業

(9）旅行業、損害保険代理店業及び生命保険募集に関する業務、総合リース業、不動産の管理、賃貸及び仲介業

(10）産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬、再生、処理業

(11）毒物、劇物の製造並びに販売

(12）前各号に付帯又は関連する事業

 

事業の内容

　当社グループ（以下、本章において「エプソン」といいます。）は、情報関連機器、電子デバイス、精密機器などの開発、

製造、販売を主な事業としております。

　エプソンの事業は、開発活動については先行研究開発や商品開発を主に当社で行い、生産活動及び販売活動については

事業部制のマネジメントのもと、当社及び当社と一体となった国内外の製造・販売関係会社によって事業展開を行って

おります。

　各事業の内容と事業区分ごとの主な関係会社は、次のとおりであります。

 

（情報関連機器事業）

　当セグメントは、プリンタ事業、映像機器事業、その他から構成されており、主にプリンタ、液晶プロジェクター、ＰＣな

どの開発、製造、販売を行っております。

　各事業の主な内容は、次のとおりであります。

 

＜プリンタ事業＞

　プリンタ事業では、デジタル制御技術及びデジタルカラー画像処理技術を軸として、カラー・デジタルデータの入力か

ら出力までのトータル・ソリューションを実現する商品の開発、製造、販売を行っております。その主な商品としては、

インクジェットプリンタ、ページプリンタ、ドットマトリクスプリンタ、大判インクジェットプリンタ及びそれらの消耗

品、カラーイメージスキャナ、ミニプリンタ、ＰＯＳシステム関連製品などがあります。

 

＜映像機器事業＞

　映像機器事業では、液晶プロジェクター、液晶モニター、ラベルライタなどの開発、製造、販売を行っております。なお、

液晶プロジェクターの基幹部品である高温ポリシリコンＴＦＴ液晶パネルは、ディスプレイ事業において製造しており

ます。
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＜その他＞

　パーソナルコンピュータ事業では、国内市場において子会社を通じてＰＣの販売を行っております。

　なお、前記各事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりであります。

事業区分 主要商品
主要な関係会社

製造会社 販売会社

プリンタ
事業

インクジェットプリンタ、ペー
ジプリンタ、ドットマトリクス
プリンタ、大判インクジェット
プリンタ及びそれらの消耗品
カラーイメージスキャナ
ミニプリンタ
ＰＯＳシステム関連製品　等

東北エプソン㈱
オリエント時計㈱
Epson Portland Inc.
Epson El Paso, Inc.
Epson Telford Ltd.
Epson Precision
(Hong Kong) Ltd.
Singapore Epson Industrial
Pte. Ltd.
P.T. Indonesia Epson Industry
Epson Precision
(Philippines), Inc.
Tianjin Epson Co., Ltd.

エプソン販売㈱
Epson America, Inc.
Epson Europe B.V.
Epson (U.K.) Ltd.
Epson Deutschland GmbH
Epson France S.A.
Epson Italia s.p.a.
Epson Iberica, S.A.
Epson Korea Co., Ltd.
Epson (Shanghai) Information
Equipment Co., Ltd.
Epson Hong Kong Ltd.
Epson Taiwan Technology
& Trading Ltd.
Epson Singapore Pte. Ltd.
Epson Australia Pty. Ltd.

映像機器
事業

液晶プロジェクター
液晶モニター
ラベルライタ　等

Epson Precision
(Hong Kong) Ltd.

その他 ＰＣ　等 －
エプソン販売㈱
エプソンダイレクト㈱

 

（電子デバイス事業）

　当セグメントは、ディスプレイ事業、水晶デバイス事業、半導体事業から構成されており、主に中・小型液晶ディスプレ

イ、水晶振動子、CMOS LSIなどの開発、製造、販売を行っております。

　当セグメントは、超微細・超精密加工技術、低消費電力技術及び高密度実装技術を軸として、小型・薄型で低消費電力

を特長とする各種デバイスを携帯情報端末市場向けをはじめとするさまざまな分野へ供給しております。また、グルー

プ内各事業のニーズに対応したデバイスの開発及び製造も行っております。

　各事業の主な内容は、次のとおりであります。

 

＜ディスプレイ事業＞

　ディスプレイ事業では、主に携帯情報端末向け中・小型液晶ディスプレイ、液晶プロジェクター用高温ポリシリコンＴ

ＦＴ液晶パネルなどの開発、製造、販売を行っております。

 

＜水晶デバイス事業＞

　水晶デバイス事業では、産業用及び民生用と幅広い市場に向けて水晶振動子、水晶発振器、オプトデバイスなどの開発、

製造、販売を行っております。
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＜半導体事業＞

　半導体事業では、主に携帯情報端末や情報通信機器、ＰＣ周辺機器向けに低電圧駆動・低消費電力・高耐圧に特化した

CMOS LSIなどの開発、製造、販売を行っております。また、グループ内各事業向けの半導体製品の開発や基盤技術の開発

なども行っております。

　なお、前記各事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりであります。

事業区分 主要商品
主要な関係会社

製造会社 販売会社

ディスプ
レイ事業

中・小型液晶ディスプレイ、液
晶プロジェクター用高温ポリシ
リコンＴＦＴ液晶パネル　等

エプソンイメージングデバイス㈱
Suzhou Epson Co., Ltd.
Epson Imaging Devices
(H.K.) Ltd. 
Epson Imaging Devices
(Phils.) Inc. 

エプソンイメージングデバイス㈱
エプソントヨコム㈱
Epson Electronics
America, Inc.
Epson Europe Electronics GmbH
Epson (China) Co., Ltd.
Epson Hong Kong Ltd.
Epson Taiwan Technology
& Trading Ltd.
Epson Singapore Pte. Ltd.

水晶デバ
イス事業

水晶振動子
水晶発振器
オプトデバイス　等

エプソントヨコム㈱
オリエント時計㈱
Epson Toyocom Malaysia
Sdn. Bhd.

半導体事
業

CMOS LSI　等
東北エプソン㈱
Singapore Epson Industrial
Pte. Ltd.

 

（精密機器事業）

　当セグメントは、ウオッチ事業、光学事業、ＦＡ機器事業から構成されており、主にウオッチ、ウオッチムーブメント、プ

ラスチック眼鏡レンズ、水平多関節型ロボットなどの開発、製造、販売を行っております。

　当セグメントは、メカウオッチに始まる超微細・超精密加工技術や高密度実装技術を軸として、エプソンのマイクロメ

カトロニクス技術の源泉となっております。

　各事業の主な内容は、次のとおりであります。

 

＜ウオッチ事業＞

　ウオッチ事業では、セイコーブランドウオッチ及びウオッチムーブメントなどの開発、製造、販売を行っております。

 

＜光学事業＞

　光学事業では、セイコーブランドのプラスチック眼鏡レンズなどの開発、製造、販売を行っております。
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＜ＦＡ機器事業＞

　ＦＡ機器事業では、水平多関節型ロボット及び半導体検査装置であるＩＣハンドラ、工業用インクジェット装置などの

開発、製造、販売を行っております。

　なお、前記各事業に携わる主要な関係会社は、次のとおりであります。

事業区分 主要商品
主要な関係会社

製造会社 販売会社

ウオッチ
事業

ウオッチ
ウオッチムーブメント　等

Epson Precision
(Hong Kong) Ltd.
Singapore Epson Industrial
Pte. Ltd.

Time Module (Hong Kong) Ltd.

光学事業 プラスチック眼鏡レンズ　等
㈱セイコーレンズサービスセン
ター

－

ＦＡ機器
事業

水平多関節型ロボット
ＩＣハンドラ
工業用インクジェット装置　等

－
Epson America, Inc.
Epson Deutschland GmbH

 

（その他の事業）

　当セグメントは、エプソン向けサービスを手がける子会社と経営資源の新たな活用を目指した胎内育成事業などから

構成されております。

　各事業の主な内容は、次のとおりであります。

 

＜グループ内サービス業＞

　グループ内サービス業では、エプソン向けの各種サービス業を子会社において展開しております。具体的には、物流・

輸送サービス会社として㈱エプソンロジスティクス、保険代理店業務会社として㈱エプソン保険センター、施設メンテ

ナンス会社として㈱エプソンファシリティ・エンジニアリング、旅行代理店としてエプソン日新トラベルソリューショ

ンズ㈱などを設立しております。

 

＜胎内育成事業＞

　胎内育成事業では、新規事業化を目指し、さまざまな事業の育成を行っております。
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　以上の事項を事業系統図によって示すと、おおむね次のとおりであります。

 

 

　（注）　Time Module（Hong Kong）Ltd.は持分法適用関連会社であり、その他はすべて連結子会社であります。
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③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 平成20年９月25日現在

資本金の額（円） 発行済株式の総数（株）

53,204,076,550 196,364,592

 

④【大株主】

  平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式の数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％）

青山企業株式会社 東京都中央区銀座3-5-8 20,318,934 10.34

三光起業株式会社 東京都中央区銀座5-6-1 14,288,550 7.27

ステート　ストリート　バンク
　アンド　トラスト　カンパ
ニー
（常任代理人　株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
（東京都中央区日本橋兜町6-7）

14,068,007 7.16

服部　靖夫 東京都港区 7,247,206 3.69

服部　れい次郎 東京都港区 7,060,700 3.59

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 6,240,000 3.17

セイコーホールディングス株
式会社

東京都中央区銀座4-5-11 6,145,100 3.12

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町2-11-3 6,081,500 3.09

服部　? 東京都港区 5,599,968 2.85

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海1-8-11 5,233,200 2.66

計 － 92,283,165 46.99

　（注１）　ドッチ・アンド・コックス（Dodge & Cox）から平成20年７月７日付で変更報告書の提出があり、平成20年６月30日

現在で9,080,600株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、当該大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

大量保有者　　　　　ドッチ・アンド・コックス（Dodge & Cox）

住所　　　　　　　　アメリカ合衆国カリフォルニア州94104、サンフランシスコ、カリフォルニア・ストリート555、40階

保有株券等の数　　　株式　9,080,600株

株券等保有割合　　　4.62％
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　（注２）　株式会社みずほコーポレート銀行から平成20年９月５日付で変更報告書の提出があり、平成20年８月29日現在でそれ

ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数

の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

株式会社みずほコーポ
レート銀行

東京都千代田区丸の内一丁目３番３
号

4,278,100 2.18

株式会社みずほ銀行
東京都千代田区内幸町一丁目１番５
号

5,539,900 2.82

みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１
号

745,400 0.38

みずほ信託銀行株式会
社

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 1,565,800 0.80

　（注３）　みずほ信託銀行株式会社については、上記変更報告書の関連箇所において、「共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数」の欄に163,500株の記載がなされています。

　（注４）　バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者から平成20年９月16日付で変更報告書の

提出があり、平成20年９月８日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当

社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

バークレイズ・グロー
バル・インベスターズ
株式会社

東京都渋谷区広尾1-1-39 4,609,700 2.35

バークレイズ・グロー
バル・インベスター
ズ、エヌ・エイ

米国　カリフォルニア州　サンフラン
シスコ市　ハワード・ストリート400

4,028,324 2.05

バークレイズ・グロー
バル・ファンド・アド
バイザーズ

米国　カリフォルニア州　サンフラン
シスコ市　ハワード・ストリート400

1,048,600 0.53

バークレイズ・グロー
バル・インベスターズ
・リミテッド

英国　ロンドン市　ロイヤル・ミント
・コート１

1,746,097 0.89

バークレイズ・キャピ
タル・セキュリティー
ズ・リミテッド

英国　ロンドン市　カナリーワーフ　
ノース・コロネード５

0 0.00

バークレイズ・キャピ
タル証券株式会社

東京都千代田区大手町2-2-2 547,600 0.28

　（注５）　バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社については、上記変更報告書の関連箇所において、「共同保有

者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数」の欄に661,500株の記載がなされていま

す。

　（注６）　バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッドについては、上記変更報告書の関連箇所において、「共同

保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数」の欄に14,300株の記載がなされてい

ます。

　（注７）　バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドについては、上記変更報告書の関連箇所において、「共

同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数」の欄に547,600株の記載がなされて

います。
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⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

    平成20年９月25日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

取締役会長
（代表取締
役）

 花岡　清二 昭和22年９月28日生

昭和45年４月　当社入社

平成７年４月　当社情報画像事業本部副事業本

部長

平成７年６月　当社取締役

平成８年７月　Epson America, Inc.副社長

平成９年11月　当社情報画像事業本部副事業本

部長

平成10年６月　当社取締役

平成11年６月　当社常務取締役

平成14年４月　当社専務取締役

平成15年４月　当社取締役副社長

平成17年４月　当社取締役社長

平成20年６月　当社取締役会長（現任）

26,500

取締役副会長  服部　靖夫 昭和15年４月30日生

昭和40年４月　沖電気工業株式会社入社

昭和60年９月　当社取締役

昭和62年９月　当社取締役相談役

平成６年６月　当社取締役副社長

平成７年６月　当社取締役副会長（現任）

7,247,206

取締役社長
（代表取締
役）

 碓井　稔 昭和30年４月22日生

昭和54年４月　ブリヂストンタイヤ株式会社

（現　株式会社ブリヂストン）

入社

昭和54年11月　信州精器株式会社（現　当社）入

社

平成14年４月　当社情報画像事業本部副事業本

部長

平成14年６月　当社取締役

平成19年10月　当社常務取締役

平成20年６月　当社取締役社長（現任）

11,300

専務取締役  両角　正幸 昭和22年８月28日生

昭和43年４月　当社入社

平成９年11月　当社ＴＰ生産技術センター総括

部長

平成10年６月　当社取締役

平成14年４月　当社常務取締役

平成16年11月　当社専務取締役（現任）

21,900

常務取締役 経営管理本部長 久保田　健二 昭和28年12月４日生

昭和52年４月　当社入社

平成13年４月　当社経営管理室財務・経理部長

平成13年６月　当社取締役

平成15年４月　当社常務取締役（現任）

12,600

常務取締役  小松　宏 昭和29年４月１日生

昭和51年４月　当社入社

平成11年４月　当社液晶表示体事業部ＰＡＤ工

場長

平成12年６月　当社取締役

平成16年11月　当社常務取締役（現任）

8,700
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

常務取締役  平野　精一 昭和29年12月11日生

昭和52年４月　信州精器株式会社（現　当社）入

社

平成14年４月　当社情報画像事業本部副事業本

部長

平成14年６月　当社取締役

平成18年６月　当社業務執行役員

エプソン販売株式会社常務取締

役ビジネス事業部長

平成19年６月　同社取締役社長（現任）

平成19年10月　当社業務執行役員常務

平成20年６月　当社常務取締役（現任）

7,900

常務取締役 研究開発本部長 小口　徹 昭和25年10月２日生

昭和46年４月　当社入社

平成18年４月　当社情報機器事業本部長

平成18年６月　当社業務執行役員

平成19年10月　当社業務執行役員常務

平成20年６月　当社常務取締役（現任）

8,000

取締役 経営戦略室長 酒井　明彦 昭和29年１月１日生

昭和59年11月　エプソン株式会社（現　当社）入

社

平成18年４月　当社経営戦略室長（現任）

平成18年６月　当社業務執行役員

平成20年６月　当社取締役（現任）

1,600

常勤監査役  真道　昌良 昭和22年１月９日生

昭和44年４月　当社入社

平成８年４月　当社情報画像事業本部副事業本

部長　兼　機器工場長

平成８年６月　当社取締役

平成12年６月　当社常務取締役

平成14年６月　エプソン販売株式会社取締役社

長

平成18年６月　当社業務執行役員常務

平成19年６月　当社常勤監査役（現任）

17,800

常勤監査役  内田　健治 昭和24年１月26日生

昭和46年４月　当社入社

平成15年４月　当社映像機器事業部長

平成15年６月　当社取締役

平成18年６月　当社業務執行役員

当社機器ソフトウェア統括セン

ター長

平成20年６月　当社常勤監査役（現任）

9,000

監査役  山本　惠朗 昭和11年３月８日生

昭和34年４月　株式会社富士銀行入行

昭和62年６月　同行取締役

平成元年５月　同行常務取締役

平成３年６月　同行取締役副頭取

平成８年６月　同行取締役頭取

平成12年９月　同行取締役頭取　兼　株式会社み

ずほホールディングス取締役会

長

平成14年４月　みずほフィナンシャルグループ

特別顧問

平成14年６月　当社監査役（現任）

2,700
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

監査役  石川　達紘 昭和14年４月４日生

昭和40年４月　検事任官（東京地方検察庁検

事）

昭和61年９月　法務省刑事局刑事課長

平成元年９月　東京地方検察庁特別捜査部長

平成５年４月　東京地方検察庁次席検事

平成８年６月　最高検察庁公判部長

平成９年２月　東京地方検察庁検事正

平成12年11月　名古屋高等検察庁検事長

平成13年11月　退官

平成13年12月　弁護士登録

平成14年４月　亜細亜大学教授（現任）

平成16年６月　当社監査役（現任）

3,600

監査役  宮原　賢次 昭和10年11月５日生

昭和33年４月　住友商事株式会社入社

昭和61年６月　同社取締役

平成２年６月　同社常務取締役

平成５年６月　同社専務取締役

平成７年６月　同社取締役副社長

平成８年６月　同社取締役社長

平成13年６月　同社取締役会長

平成19年６月　同社相談役（現任）

平成20年６月　当社監査役（現任）

－

    計 7,378,806

　（注１）　監査役　山本惠朗、石川達紘及び宮原賢次は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　（注２）　当社は、迅速な意思決定に基づく事業運営を行うために、業務執行役員制度を導入しています。なお、有価証券報告書

提出日現在における業務執行役員は、次のとおりであります。

業務執行役員常務　　　　　矢島　虎雄

業務執行役員常務　　　　　John Lang

業務執行役員常務　　　　　上柳　雅誉

業務執行役員　　　　　　　濱　典幸

業務執行役員　　　　　　　有賀　修二

業務執行役員　　　　　　　牛島　升

業務執行役員　　　　　　　丸山　三明

業務執行役員　　　　　　　伊藤　一紀

業務執行役員　　　　　　　宮澤　要

業務執行役員　　　　　　　森　昭雄

業務執行役員　　　　　　　小池　清文

業務執行役員　　　　　　　宮川　隆平

業務執行役員　　　　　　　羽片　忠明
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（２）【経理の状況】

１．連結財務諸表の作成方法について

　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第65期連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、第66期連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

２．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

３．監査証明について

①　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第65期連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日

まで）の連結財務諸表については監査法人不二会計事務所及びみすず監査法人の共同監査を受け、また、法第193条

の２第１項の規定に基づき、第66期連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表

については新日本監査法人による監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第65期連結会計年度及び前事業年度　　監査法人不二会計事務所及びみすず監査法人

第66期連結会計年度及び当事業年度　　新日本監査法人

②　当社は、法第193条の２第１項の規定に基づき、第67期第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称変更しております。
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【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
第65期連結会計年度
（平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   296,764   171,970  

２．受取手形及び売掛金 ※５  218,987   187,775  

３．有価証券   30,983   137,079  

４．たな卸資産   178,622   161,357  

５．繰延税金資産   33,234   29,239  

６．その他 ※６  58,991   52,854  

貸倒引当金   △3,657   △3,032  

流動資産合計   813,926 63.3  737,245 64.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 　 443,713   435,868   

(2）機械装置及び運搬具 　 560,587   536,915   

(3）工具、器具及び備品 　 207,929   196,487   

(4）土地 　 63,384   61,434   

(5）建設仮勘定  5,803   5,541   

(6）その他  221   208   

減価償却累計額  △902,607 379,032  △893,193 343,261  

２．無形固定資産 　  24,894   20,660  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１ 48,182   20,419   

(2）長期貸付金  80   63   

(3）繰延税金資産  6,450   5,132   

(4）その他  12,843   12,560   

貸倒引当金  △347 67,211  △178 37,997  

固定資産合計   471,138 36.7  401,919 35.3

資産合計   1,285,065 100.0  1,139,165 100.0
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第65期連結会計年度
（平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※５  118,815   100,453  

２．短期借入金 　  38,150   25,283  

３．１年以内に返済予定の
長期借入金

　  96,363   73,047  

４．未払金   107,969   82,436  

５．未払法人税等   7,578   10,086  

６．繰延税金負債   359   289  

７．賞与引当金   16,950   20,285  

８．役員賞与引当金   －   154  

９．製品保証引当金   12,725   11,240  

10．訴訟関連費用引当金   4,815   300  

11．その他 　  73,049   61,545  

流動負債合計   476,777 37.1  385,123 33.8

Ⅱ　固定負債        

１．社債 　  80,000   100,000  

２．長期借入金 　  190,045   143,871  

３．繰延税金負債   1,977   7,488  

４．退職給付引当金   25,556   14,532  

５．リサイクル費用引当金   738   948  

６．製品保証引当金   1,495   830  

７．訴訟関連費用引当金   826   2,955  

８．負ののれん ※４  －   2,877  

９．その他 ※４  13,311   9,091  

固定負債合計   313,952 24.4  282,595 24.8

負債合計   790,729 61.5  667,718 58.6
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第65期連結会計年度
（平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  53,204 4.2  53,204 4.6

２．資本剰余金 　  79,500 6.2  79,500 7.0

３．利益剰余金 　  313,945 24.4  326,719 28.7

４．自己株式 　  △5 △0.0  △7 △0.0

　　株主資本合計 　  446,645 34.8  459,417 40.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  9,820 0.7  3,859 0.4

２．繰延ヘッジ損益 　  △35 △0.0  156 0.0

３．為替換算調整勘定 　  13,886 1.1  △16,227 △1.4

　　評価・換算差額等合計 　  23,672 1.8  △12,211 △1.0

Ⅲ　少数株主持分 　  24,018 1.9  24,240 2.1

純資産合計 　  494,335 38.5  471,446 41.4

負債純資産合計 　  1,285,065 100.0  1,139,165 100.0
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②【連結損益計算書】

  
第65期連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,416,031 100.0  1,347,841 100.0

Ⅱ　売上原価 ※1，3 1,059,259 74.8  979,391 72.7

売上総利益   356,772 25.2  368,449 27.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2，3 306,429 21.6  310,871 23.0

営業利益   50,343 3.6  57,577 4.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  5,139   6,498   

２．受取配当金  857   4,338   

３．受取賃貸料  1,619   1,229   

４．その他  7,314 14,931 1.0 4,902 16,968 1.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  6,631   6,406   

２．為替差損  7,191   2,667   

３．その他  2,360 16,182 1.1 2,208 11,282 0.8

経常利益   49,092 3.5  63,263 4.7

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益 　 ―   2,006   

２．訴訟関連費用引当金戻
　　入益　

　 ―   2,392   

３．固定資産売却益 ※４ 1,245   ―   

４．持分変動利益 　 802   ―   

５．受取保険金 　 751   ―   

６．製品保証引当金戻入益  495   ―   

７．その他  704 3,998 0.2 1,661 6,061 0.5

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 3,730   1,972   

２．減損損失 ※７ ―   10,783   

３．事業構造再編費用 ※6，7 41,164   ―   

４．訴訟関連費用引当金繰
入額

　 1,128   ―   

５．その他 ※７ 3,591 49,615 3.5 4,523 17,279 1.3

税金等調整前当期純利
益

  3,475 0.2  52,045 3.9

法人税、住民税及び事業
税

 10,784   14,341   

法人税等調整額  6,836 17,621 1.2 15,881 30,223 2.3

少数株主利益   ― ―  2,728 0.2

少数株主損失   7,051 △0.5  ― ―

当期純利益   ― ―  19,093 1.4

当期純損失   7,094 △0.5  ― ―
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③【連結株主資本等変動計算書】

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

53,204 79,500 327,324 △4 460,024

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注） ― ― △3,141 ― △3,141

剰余金の配当 ― ― △3,141 ― △3,141

当期純損失 ― ― △7,094 ― △7,094

自己株式の取得 ― ― ― △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― ― △13,378 △0 △13,379

平成19年３月31日残高
（百万円）

53,204 79,500 313,945 △5 446,645

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

10,567 ― 3,927 14,494 31,704 506,224

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △3,141

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △3,141

当期純損失 ― ― ― ― ― △7,094

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△746 △35 9,959 9,177 △7,686 1,490

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△746 △35 9,959 9,177 △7,686 △11,888

平成19年３月31日残高
（百万円）

9,820 △35 13,886 23,672 24,018 494,335

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

32/98



第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高
（百万円）

53,204 79,500 313,945 △5 446,645

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △6,283 ― △6,283

当期純利益 ― ― 19,093 ― 19,093

在外子会社の会計処理の統一に
伴う減少高

― ― △36 ― △36

自己株式の取得 ― ― ― △1 △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― ― 12,773 △1 12,771

平成20年３月31日残高
（百万円）

53,204 79,500 326,719 △7 459,417

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高
（百万円）

9,820 △35 13,886 23,672 24,018 494,335

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △6,283

当期純利益 ― ― ― ― ― 19,093

在外子会社の会計処理の統一に
伴う減少高

― ― ― ― ― △36

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△5,961 192 △30,114 △35,883 222 △35,661

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△5,961 192 △30,114 △35,883 222 △22,889

平成20年３月31日残高
（百万円）

3,859 156 △16,227 △12,211 24,240 471,446
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
第65期連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税金等調整前当期純利益  3,475 52,045

減価償却費及び償却費  89,602 79,209

減損損失  ― 10,783

持分法による投資損益  △138 △104

のれん償却額  △772 △1,254

事業構造再編費用  41,068 ―

貸倒引当金の減少額  △354 △462

賞与引当金の増加額  4,970 3,526

製品保証引当金の減少額  △4,130 △1,604

退職給付引当金の減少額  △5,101 △10,872

受取利息及び受取配当金  △5,997 △10,836

支払利息  6,631 6,406

為替差損益  667 559

固定資産売却損益  △1,226 △474

固定資産除却損  4,589 2,593

投資有価証券売却損益  △31 △2,010

売上債権の減少額  29,896 33,520

たな卸資産の減少額  21,281 6,357

未払消費税等の減少額  △1,699 △1,504

仕入債務の減少額  △10,863 △30,734

その他  2,570 △15,849

　　　　小計 　 174,437 119,294

利息及び配当金の受取額  5,982 11,956

利息の支払額  △6,416 △6,179

法人税等の支払額  △13,774 △13,011

営業活動によるキャッシュ
・フロー

 160,228 112,060
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第65期連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

   

定期預金の純減額  207 716

有価証券の取得による支出  ― △16

有価証券の償還による収入  2,000 ―

投資有価証券の取得による
支出

 △339 △892

投資有価証券の売却による
収入

 73 12,069

投資有価証券の償還による
収入

 ― 8,000

有形固定資産の取得による
支出

 △67,803 △66,462

有形固定資産の売却による
収入

 7,316 1,153

無形固定資産の取得による
支出

 △11,513 △6,143

無形固定資産の売却による
収入

 17 3

長期前払費用の増加を伴う
支出

 △944 △175

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による純支
出

※２ △3,305 ―

少数株主からの子会社株式
の取得による支出

 △2,000 △336

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による純収
入

 ― 146

その他  △127 1,167

投資活動によるキャッシュ
・フロー

 △76,419 △50,770
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第65期連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金の純減額  △12,656 △12,955

長期借入による収入  90,880 32,781

長期借入金の返済による支
出

 △131,119 △102,251

社債の発行による収入  30,000 20,000

自己株式の取得による支出  △0 △1

配当金の支払額  △6,283 △6,283

少数株主に対する配当金の
支払額

 △74 △1,426

その他  △894 △524

財務活動によるキャッシュ
・フロー

 △30,149 △70,663

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 1,098 △9,085

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
(減)額  54,758 △18,458

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 280,114 334,873

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 334,873 316,414
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数

連結子会社の数　105社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況　４．関

係会社の状況」に記載しているため、省略しておりま

す。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数

連結子会社の数　100社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況　４．関

係会社の状況」に記載しているため、省略しておりま

す。

（連結子会社の変動理由）

（増加１社）

・株式の追加取得による持分法適用関連会社からの

　移行によるもの１社

野洲セミコンダクター㈱

（減少３社）

・合併によるもの２社

エー・アイ・ソフト㈱

（平成18年11月エプソン販売㈱と合併）

Epson Engineering Europe S.A.

（平成19年３月Epson France S.A.と合併）

・清算によるもの１社

Toyocom Shanghai Co., Ltd.

（連結子会社の変動理由）

（増加２社）

・連結子会社の会社分割によるもの１社

Epson Toyocom Suzhou Co., Ltd.

・新規設立によるもの１社

Epson Guatemala S.A.

（減少７社）

・清算によるもの４社

東通水晶㈱

Epson Electronic Devices GmbH

Toyocom Hong Kong Limited

Toyocom Asia Pte. Ltd.

・株式の売却によるもの２社

Infrasys (HK) Ltd. 

Infrasys Singapore Pte. Ltd.  

・合併によるもの１社

セイコーエプソンコンタクトレンズ㈱

（平成20年３月当社と合併）

(2）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社は次のとおりであります。

㈲エプソンスワン

(2）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社は次のとおりであります。

Orient Watch (Beijing) Co., Ltd.

（非連結子会社について連結の範囲から除外した理

由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲

から除いております。

（非連結子会社について連結の範囲から除外した理

由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲

から除いております。

　 （追加情報）

　 　開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会

社を利用した取引の概要および開示対象特別目的会

社との取引金額等については、「開示対象特別目的会

社関係」として記載しております。

　なお、当連結会計年度より、「一定の特別目的会社に

係る開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第15号　平成19年３月29日)を適用しております。　　
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用している非連結子会社は次のとおり

であります。

㈲エプソンスワンほか１社

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用している非連結子会社は次のとおり

であります。

Orient Watch (Beijing) Co., Ltd.ほか１社

　 （持分法適用非連結子会社の変動理由）

（増加１社）

・新規設立によるもの１社

Orient Watch (Beijing) Co., Ltd.

（減少１社）

・清算によるもの１社

㈲犀川エステート

(2）持分法を適用している関連会社は次の７社であり

ます。

㈱テクネッツ

㈱シティチャネル

ナノパワーソリューション㈱

エプソンアヴァシス㈱

Time Module（Hong Kong）Ltd.

epService Co., Ltd.

Shanghai Epson Magnetics Co., Ltd.

(2）持分法を適用している関連会社は次の４社であり

ます。

エプソンアヴァシス㈱

Time Module（Hong Kong）Ltd.

epService Co., Ltd.

Shanghai Epson Magnetics Co., Ltd.

（持分法適用関連会社の変動理由）

（減少１社）

・株式の追加取得による連結子会社への移行による

もの１社

野洲セミコンダクター㈱

（持分法適用関連会社の変動理由）

（減少３社）

・株式の売却によるもの２社

㈱テクネッツ

ナノパワーソリューション㈱

・清算によるもの１社

㈱シティチャネル

(3）次の関連会社については、下記の理由により持分法

を適用しておりません。

(3）次の関連会社については、下記の理由により持分法

を適用しておりません。

関連会社

林精器製造㈱ほか１社

関連会社

林精器製造㈱ほか１社

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に

見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外しております。

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に

見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　一部の在外連結子会社の決算日は12月31日であり、連

結財務諸表作成にあたっては連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

…当連結会計年度末日の市場価格等による時

価法（評価差額は主として全部純資産直入

法により処理し、取得原価は移動平均法によ

り算定）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　同左

時価のないもの

…主として移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ取引

時価法

②　デリバティブ取引

同左

③　たな卸資産

主として総平均法による低価法

③　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　連結財務諸表提出会社および国内連結子会社は定

率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（付属設備を除く）については定額法）を採用

し、在外連結子会社は主として定額法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　８～50年

機械装置及び運搬具　２～11年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

 　（会計方針の変更）

　連結財務諸表提出会社および国内連結子会社は、法人

税法の改正にともない、当連結会計年度より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前当

期純利益はそれぞれ2,557百万円減少しております。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

 　（追加情報）

　連結財務諸表提出会社および国内連結子会社は、法人

税法の改正にともない、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

　この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益およ

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2,409百万円減少

しております。
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウェア　３～５年

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　金銭債権の貸倒れにそなえ、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員賞与の支給にそなえ、主として支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

　連結財務諸表提出会社では、役員賞与の支給にそ

なえ、支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金

同左

④　製品保証引当金

　将来の製品保証にともなう支出にそなえ、過年度

のアフターサービス費の売上高に対する発生率に

よる額のほか、支出が具体的に見積り可能な特定事

業について、当該発生見積額を計上しております。

④　製品保証引当金

同左

⑤　訴訟関連費用引当金

訴訟関連費用の支出にそなえ、損害賠償金・訴訟

費用等について、当連結会計年度末において必要と

認めた合理的な発生見積額を計上しております。 

⑤　訴訟関連費用引当金

同左

⑥　退職給付引当金

　連結財務諸表提出会社および一部の国内連結子会

社では、従業員の退職給付にそなえ、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　また、上記以外の国内連結子会社では、従業員の退

職給付にそなえ、自己都合による当連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

　過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生時より損益処理しております。 

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理すること

としております。

⑥　退職給付引当金

同左

⑦　リサイクル費用引当金

　販売した家庭系パーソナルコンピュータの将来の

回収および再資源化にともなう支出にそなえ、当該

発生見積額を計上しております。

⑦　リサイクル費用引当金

同左
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換

算の基準

　外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末日の為替

相場により円貨に換算し、換算差額は当連結会計年度

の損益として処理しております。なお、在外子会社等

の資産および負債は、当連結会計年度末日の為替相場

により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定ならびに少数株主持分に含めてお

ります。

(4）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換

算の基準

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　連結財務諸表提出会社および国内連結子会社におけ

るリース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として時価評価によるヘッジ手段に係る損益

を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産

の部における繰延ヘッジ損益として繰り延べてお

ります。

　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約取引および通貨オプション取引

…入出金外貨額

金利スワップ取引 

…借入金の変動金利および固定金利

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約取引および通貨オプション取引

同左

金利スワップ取引 

同左

③　ヘッジ方針

　通貨関連については、ネッティング等の利用によ

りヘッジ対象外貨額を最小にした上で、主として外

貨建売上に関わる為替の市場変動リスクを抑える

ために、金利関連については、金利の市場変動リス

クを抑えるために行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率が同一であるこ

とから、ヘッジ開始時およびその後も継続して双方

の相場変動が相殺されるため、ヘッジ有効性の評価

は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

②　連結納税制度の適用

同左

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

同左
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

　のれんおよび負ののれんの償却については、５年間で

均等償却しております。

６．のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

同左

７.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限を迎える短期金融商品からなっております。

７.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は470,352百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正にともない、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

――――――

―――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告

第18号　平成18年５月17日）が平成20年３月31日以前に開

始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用可能に

なったことにともない、当連結会計年度から同実務対応報

告を適用しております。これによる連結財務諸表に与える

影響は軽微であります。
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表示方法の変更

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

１．　　　　　　　　――――――

（連結貸借対照表）

１．内国法人の発行する譲渡性預金については、前連結会

計年度において「現金及び預金」に含めて表示してお

りましたが、当連結会計年度では改正後の連結財務諸表

規則に基づき、「有価証券」に含めて表示しておりま

す。当連結会計年度の「有価証券」に含まれる内国法人

の発行する譲渡性預金は127,072百万円であります。

　なお、前連結会計年度の「現金及び預金」に含まれる

内国法人の発行する譲渡性預金は141,200百万円であり

ます。

２．　　　　　　　　―――――― ２．負ののれんについては、前連結会計年度において固定

負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度では区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の負ののれんは4,364百万円であ

ります。

（連結損益計算書）

１．固定資産売却益については、前連結会計年度において

特別利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度では区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の固定資産売却益は85百万円で

あります。

２．受取保険金については、前連結会計年度において特別

利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度では区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の受取保険金は503百万円であり

ます。

（連結損益計算書）

１．投資有価証券売却益については、前連結会計年度にお

いて特別利益の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度では区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の投資有価証券売却益は12百万

円であります。

２．特別利益の固定資産売却益（570百万円）について

は、前連結会計年度において「固定資産売却益」として

区分掲記しておりましたが、当連結会計年度では「その

他」に含めて表示しております。

３．特別損失の減損損失（865百万円）については、前連

結会計年度において「減損損失」として区分掲記して

おりましたが、当連結会計年度では「その他」に含めて

表示しております。

３．特別利益の受取保険金（303百万円）については、前

連結会計年度において「受取保険金」として区分掲記

しておりましたが、当連結会計年度では「その他」に含

めて表示しております。

４．　　　　　　　　―――――― ４．減損損失については、前連結会計年度において特別損

失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度では区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の減損損失は865百万円でありま

す。

５．　　　　　　　　―――――― ５．特別損失の訴訟関連費用引当金繰入額（468百万円）

については、前連結会計年度において「訴訟関連費用引

当金繰入額」として区分掲記しておりましたが、当連結

会計年度では「その他」に含めて表示しております。
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度では「のれ

ん償却額」として表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの減損損失につ

いては、前連結会計年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度では区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の減損損失は1,145百万円であり

ます。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの減損損失（

1,145百万円）については、前連結会計年度において「減

損損失」として区分掲記しておりましたが、当連結会計

年度では「その他」に含めて表示しております。

２．　　　　　　　　――――――

３．営業活動によるキャッシュ・フローの持分変動利益

（△802百万円）については、前連結会計年度において

「持分変動利益」として区分掲記しておりましたが、当

連結会計年度では「その他」に含めて表示しておりま

す。

３．　　　　　　　　――――――

４．営業活動によるキャッシュ・フローの訴訟関連費用

引当金繰入額（1,128百万円）については、前連結会計年

度において「訴訟関連費用引当金繰入額」として区分

掲記しておりましたが、当連結会計年度では「その他」

に含めて表示しております。

４．　　　　　　　　――――――

追加情報

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（役員退職慰労引当金）

　連結財務諸表提出会社では、役員の退職慰労金の支給に

そなえ、内規による要支給額を計上しておりましたが、平

成18年６月の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金

制度を廃止いたしました。これにともない、当該総会まで

の期間に対応する役員退職慰労引当金相当額については、

固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　　　　　　　　　　――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

第65期連結会計年度
（平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社および関連会社に対する出資は次の

とおりであります。

※１．非連結子会社および関連会社に対する出資は次の

とおりであります。

投資有価証券 2,443百万円 投資有価証券 2,342百万円

２．保証債務 ２．保証債務

　正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀

行からの借入金に対して保証を行っております。

　正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀

行からの借入金に対して保証を行っております。

正規従業員 2,446百万円 正規従業員 2,038百万円

３．貸出コミットメント

　連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行11行と貸出コミットメント契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

３．貸出コミットメント

　連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため金融機関28社と貸出コミットメント契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 80,000百万円

借入実行残高 30,000百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの総額 80,000百万円

借入実行残高 30,000百万円

差引額 50,000百万円

※４．のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額を

固定負債の「その他」に含めて表示しております。相

殺前の金額は次のとおりであります。　

※４．のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額を

「負ののれん」として表示しております。相殺前の金

額は次のとおりであります。　

のれん 256百万円

負ののれん 4,620百万円

のれん 423百万円

負ののれん 3,300百万円

※５．連結会計年度末日満期手形

　　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が当連結会計

年度末残高に含まれております。　

※５．　　　　　　　──────

受取手形 272百万円

支払手形 463百万円

 

※６．現先取引の担保として自由処分権のある有価証券　

を受け入れており、当連結会計年度末日の時価は

9,932 百万円であります。

※６．現先取引の担保として自由処分権のある有価証券　

を受け入れており、当連結会計年度末日の時価は9,606

百万円であります。
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（連結損益計算書関係）

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は13,959百万円であります。

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は11,258百万円であります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

給料手当 79,581百万円

広告宣伝費 26,214百万円

販売促進費 27,475百万円

運送費 20,606百万円

研究開発費 43,054百万円

貸倒引当金繰入額 408百万円

給料手当 83,615百万円

広告宣伝費 26,263百万円

販売促進費 27,666百万円

運送費 19,987百万円

研究開発費 43,263百万円

貸倒引当金繰入額 267百万円

※３．一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費

※３．一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費

 84,690百万円  82,870百万円

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※４．　　　　　　　──────

建物及び構築物 87百万円

機械装置及び運搬具 398百万円

工具、器具及び備品 36百万円

土地 710百万円

無形固定資産 11百万円

合計 1,245百万円

 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 470百万円

機械装置及び運搬具 910百万円

工具、器具及び備品 2,131百万円

建設仮勘定 73百万円

無形固定資産 135百万円

投資その他の資産その他 9百万円

合計 3,730百万円

建物及び構築物 451百万円

機械装置及び運搬具 516百万円

工具、器具及び備品 795百万円

建設仮勘定 26百万円

無形固定資産 175百万円

投資その他の資産その他 7百万円

合計 1,972百万円

※６．事業構造再編費用

　ディスプレイ事業における事業戦略の見直しなどの

構造改革にともない使用価値が低下した事業用資産

に係る減損損失および生産拠点の再編などに係る費

用であります。

※６．　　　　　　　──────
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※７．減損損失

当連結会計年度においてエプソンは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

鳥取県 液晶ディスプレ 建物及び構築物 

　鳥取市 　イ生産設備 機械装置及び運搬具 

ほか ほか 工具、器具及び備品

　 　
のれん

未経過リース料

　  ほか

エプソンは、原則として、事業用資産については、資

産に対応して継続的に収支の把握を実施している管

理会計上の事業区分、遊休資産については、個別物件

ごとにグルーピングを行っております。その結果、市

況の変化による製品価格の低下による収益性の著し

い低下や将来における利用計画の見直しにともない

使用価値が著しく低下した事業用資産および遊休資

産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額（41,733百万円）を特別損失に計上し、事業

構造再編費用およびその他として表示しております。

その主な内訳は、建物及び構築物12,672百万円、機械装

置及び運搬具10,669百万円、工具、器具及び備品3,784

百万円、のれん2,772百万円、未経過リース料8,977百万

円ほかであります。

　なお、回収可能価額は、事業用資産については使用価

値により、遊休資産については、合理的な見積もりに

基づき算定した正味売却価額により測定しておりま

す。使用価値については、将来キャッシュ・フローを

6.3%で割り引いて算定しております。

※７．減損損失

当連結会計年度においてエプソンは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

北海道 液晶パネル生産 建物及び構築物 

　千歳市 　設備 機械装置及び運搬具 

ほか ほか 工具、器具及び備品

　 　 土地

　  ほか

エプソンは、原則として、事業用資産については、資

産に対応して継続的に収支の把握を実施している管

理会計上の事業区分、売却予定資産および遊休資産に

ついては、個別物件ごとにグルーピングを行っており

ます。その結果、市況の変化による製品価格の低下に

よる収益性の著しい低下や将来における利用計画の

見直しにともない使用価値が著しく低下した事業用

資産、整理・統合が予定されている生産設備および遊

休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（10,783百万円）を特別損失に計上し、

減損損失として表示しております。その主な内訳は、

建物及び構築物5,023百万円、機械装置及び運搬具

4,144百万円、工具、器具及び備品823百万円、土地591百

万円ほかであります。

　なお、回収可能価額は、合理的な見積もりに基づき算

定した正味売却価額により測定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 196,364,592 ― ― 196,364,592

合計 196,364,592 ― ― 196,364,592

自己株式     

普通株式（注） 1,307 288 ― 1,595

合計 1,307 288 ― 1,595

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加288株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 3,141 16 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年10月25日

取締役会
普通株式 3,141 16 平成18年９月30日 平成18年11月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 3,141 利益剰余金 16 平成19年３月31日 平成19年６月27日

第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 196,364,592 ― ― 196,364,592

合計 196,364,592 ― ― 196,364,592

自己株式     

普通株式（注） 1,595 656 ― 2,251

合計 1,595 656 ― 2,251

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加656株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 3,141 16 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年10月31日

取締役会
普通株式 3,141 16 平成19年９月30日 平成19年12月５日

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

49/98



(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 3,141 利益剰余金 16 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

現金及び預金勘定 296,764百万円

有価証券勘定 30,983百万円

貸付金（現先運用） 10,000百万円

短期借入金勘定（当座借越） △652百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△2,221百万円

現金及び現金同等物 334,873百万円

現金及び預金勘定 171,970百万円

有価証券勘定 137,079百万円

貸付金（現先運用） 10,000百万円

短期借入金勘定（当座借越） △1,215百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△1,406百万円

償還期限が３ヶ月を超える有価証

券
△14百万円

現金及び現金同等物 316,414百万円

※２．株式の取得により新たに連結を開始したことにと

もなって増加した資産および負債の主な内訳

株式の追加取得により持分法適用会社であった野洲

セミコンダクター㈱を新たに連結したことにともなっ

て増加した資産および負債の内訳ならびに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。

※２．　　　　　　　――――――

流動資産 8,553百万円

固定資産 1,521百万円

流動負債 △1,401百万円

固定負債 △1,160百万円

のれん 1,936百万円

株式の取得価額 9,450百万円

連結開始時の現金及び現金同等物 6,144百万円

差引：取得のための純支出 △3,305百万円
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（リース取引関係）

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

減損損失
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物及
び構築
物

1,785 94 ― 1,691

機械装
置及び
運搬具

56,801 40,552 8,879 7,369

工具、器
具及び
備品

2,437 1,514 140 782

無形固
定資産

273 204 4 64

合計 61,298 42,365 9,024 9,907

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

減損損失
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物及
び構築
物

1,806 317 ― 1,488

機械装
置及び
運搬具

37,706 25,399 8,271 4,035

工具、器
具及び
備品

1,709 961 39 708

無形固
定資産

111 80 ― 31

合計 41,333 26,758 8,311 6,263

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,718百万円

１年超 11,134百万円

合計 19,853百万円

　 　  

リース資産減損勘定の残高 8,988百万円

１年内 6,860百万円

１年超 4,770百万円

合計 11,630百万円

　 　  

リース資産減損勘定の残高 5,610百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 16,231百万円

リース資産減損勘定の取崩額 188百万円

減価償却費相当額 14,636百万円

支払利息相当額 920百万円

減損損失 8,977百万円

支払リース料 9,344百万円

リース資産減損勘定の取崩額 3,406百万円

減価償却費相当額 8,437百万円

支払利息相当額 525百万円

減損損失 55百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

   借主側

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

   借主側

未経過リース料

１年内 5,307百万円

１年超 10,704百万円

合計 16,011百万円

１年内 4,949百万円

１年超 6,651百万円

合計 11,601百万円
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（有価証券関係）

第65期連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの）
   

株式 10,220 25,657 15,437

小計 10,220 25,657 15,437

（連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの）
   

(1）株式 993 872 △120

(2）債券    

国債・地方債等 1 1 ―

(3）その他 278 278 ―

小計 1,273 1,152 △120

合計 11,493 26,810 15,316

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、168百万円減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損処理については、原則として、時価が取得原価に比して30％以上下落した場合に当該価額

まで減額を行い、評価差額を当連結会計年度の損失にすることとしております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　その他有価証券の売却損益の合計額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

３．時価評価されていない有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 30,983

(2）その他有価証券  

非上場株式 18,865

その他 63

４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

コマーシャル・ペーパー 30,983 ― ― ―

国債・地方債等 ― 1 ― ―

合計 30,983 1 ― ―

第66期連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの）
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種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3,525 9,816 6,290

小計 3,525 9,816 6,290

（連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの）
   

(1）株式 7,252 6,405 △847

(2）債券    

国債・地方債等 0 0 ―

(3）その他 308 308 ―

小計 7,562 6,714 △847

合計 11,087 16,531 5,443

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、471百万円減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損処理については、原則として、時価が取得原価に比して30％以上下落した場合に当該価額

まで減額を行い、評価差額を当連結会計年度の損失にすることとしております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

11,722 1,721 ―

３．時価評価されていない有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 9,992

国債・地方債等 159

(2）その他有価証券  

譲渡性預金 127,072

非上場株式 1,073

社債 300

その他 27

４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

コマーシャル・ペーパー 9,992 ― ― ―

社債 ― 300 ― ―

国債・地方債等 15 54 55 34

合計 10,008 354 55 34
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容および利用目的

　エプソンは、為替予約取引、通貨オプション取引、金利

スワップ取引を利用しております。

　為替予約取引等は、エプソンの全入出金外貨額を対象

に、将来の為替変動リスクをヘッジする目的で行ってお

ります。

　金利スワップ取引は、借入金について、将来の金利変動

リスクをヘッジする目的で行っております。

(1）取引の内容および利用目的

　同左

(2）取引に対する取組方針

　エプソンは、通貨関連については、主として外貨建売上

の為替の市場変動リスクをヘッジするために、また金利

関連については、金利の市場変動リスクをヘッジするた

めにデリバティブ取引を行っており、投機的な取引およ

び短期的な売買益を得る目的での取引は行いません。

　なお、デリバティブ取引の利用においてはヘッジ会計

を適用しております。

(2）取引に対する取組方針

　同左

　

ヘッジ会計の方法

　原則として時価評価によるヘッジ手段に係る損益を、

ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部に

おける繰延ヘッジ損益として繰り延べております。

　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに

ついては特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約取引および通貨オプション取引

…入出金外貨額

金利スワップ取引

…借入金の変動金利および固定金利

ヘッジ方針

　通貨関連については、ネッティング等の利用により

ヘッジ対象外貨額を最小にした上で、主として外貨建売

上に関わる為替の市場変動リスクを抑えるために、金利

関連については、金利の市場変動リスクを抑えるために

行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率が同一であることか

ら、ヘッジ開始時およびその後も継続して双方の相場変

動が相殺されるため、ヘッジ有効性の評価は省略してお

ります。
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第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有し

ております。

　なお、エプソンのデリバティブ取引の契約先は、いずれ

も信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履

行による信用リスクはほとんどないと判断しておりま

す。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　エプソンの為替予約取引等は、デリバティブ取引管理

基準に基づき社内の経営層からなる為替管理委員会で

承認された基本方針に則り、財務担当部長の決裁により

実行しております。

　金利スワップ取引は、上記基準に則り、財務担当役員の

決裁により実行しております。

　取引の実行および管理は、いずれも財務担当部門内の

担当主管課が行い、財務担当部長へ報告を行っておりま

す。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

　

　

　

(5）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。

(5）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

(1）通貨関連

区分 種類

第65期連結会計年度（平成19年３月31日） 第66期連結会計年度（平成20年３月31日）

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場

取引

以外

の

取引

為替予約取引         

売建         

米ドル（円買） 10,699 ― 10,717 △18 5,957 ― 5,980 △22

ユーロ（円買） 8,356 ― 8,855 △498 15,896 ― 15,542 354

英ポンド（円買） 572 ― 575 △2 ― ― ― ―

豪ドル（円買） 1,326 ― 1,422 △95 1,122 ― 1,046 75

フィリピンペソ

（米ドル買）
135 ― 136 △0 ― ― ― ―

米ドル

（ユーロ買）
1,178 ― 1,182 △3 1,218 ― 1,200 17

英ポンド

（ユーロ買）
231 ― 231 △0 ― ― ― ―

ポーランドズロチ

（ユーロ買）
161 ― 162 △0 ― ― ― ―

日本円

（シンガポールド

ル買）

361 ― 350 11 ― ― ― ―

米ドル

（シンガポールド

ル買）

178 ― 176 1 ― ― ― ―

ユーロ

（シンガポールド

ル買）

141 ― 141 △0 106 ― 109 △3

豪ドル

（シンガポールド

ル買）

7 ― 7 △0 8 ― 8 0

買建         

米ドル（円売） 355 ― 353 △2 64 ― 64 0

ユーロ（円売） 76 ― 77 0 59 ― 60 0

英ポンド

（シンガポールド

ル売）

19 ― 19 0 16 ― 15 △0

米ドル

（台湾ドル売）
344 ― 353 8 211 ― 200 △10

合計 ― ― ― △600 ― ― ― 410

第65期連結会計年度  第66期連結会計年度

　（注）１．ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引

は除いております。

 　（注）１．ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引

は除いております。

２．為替予約はヘッジ目的で行っており、その評

価損益は、当連結会計年度の損益に含めてお

ります。

 ２．為替予約はヘッジ目的で行っており、その評

価損益は、当連結会計年度の損益に含めてお

ります。

３．時価の算定方法

期末の為替相場は先物相場を使用しており

ます。

 ３．時価の算定方法

同左

(2）金利関連

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

57/98



　　ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引のみであるため記載しておりません。
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（退職給付関係）

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

(1）連結財務諸表提出会社および連結子会社の退職給付制度

　連結財務諸表提出会社および一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度

（基金型）、確定給付企業年金制度（規約型）、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。

また、一部の海外連結子会社は確定給付型の制度を設けております。　　

　従業員の退職等に際しては、退職給付会計基準に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

割増退職金を支払う場合があります。

　当連結会計年度末現在、連結財務諸表提出会社および国内連結子会社は、確定給付企業年金（基金型）１基

金を有しております。

　なお、連結財務諸表提出会社および国内連結子会社２社の確定給付企業年金（規約型）は、平成18年４月、

確定給付企業年金（基金型）に統合されております。

(2）制度別の補足説明

　　確定給付企業年金（基金型）

　 設立／編入時期

連結財務諸表提出会社 平成16年

エプソン販売㈱ 平成16年

東北エプソン㈱ 平成16年

エプソンイメージングデバイス㈱ 平成16年

エプソントヨコム㈱ 平成19年

 

２．退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日）

 （単位：百万円）

(1）退職給付債務 218,077

(2）年金資産 203,930

(3）未積立退職給付債務（(1)－(2)） 14,146

(4）未認識数理計算上の差異（債務の減額） △3,599

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額） △6,449

(6）連結貸借対照表計上額純額（(3)－(4)－(5)） 24,196

(7）前払年金費用 1,360

(8）退職給付引当金（(6)＋(7)） 25,556

　（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

３．退職給付費用に関する事項

 （単位：百万円）

(1）勤務費用（注）１・２ 7,376

(2）利息費用 5,414

(3）期待運用収益 △6,050

(4）数理計算上の差異の損益処理額 3,119

(5）過去勤務債務の損益処理額 △2,619

(6）退職給付費用（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)） 7,241

(7）確定拠出年金掛金 3,257

(8）退職給付費用（(6)＋(7)） 10,498

　（注）１．確定給付企業年金（基金型）に対する従業員拠出額を控除しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2）割引率 主として2.5％

(3）期待運用収益率 主として3.0％

(4）過去勤務債務の額の処理年数 ５年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発

生時より損益処理しております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数 ５年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理することとしております。）

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

60/98



第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

(1）連結財務諸表提出会社および連結子会社の退職給付制度

　連結財務諸表提出会社および一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度

（基金型）、確定給付企業年金制度（規約型）、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。

また、一部の海外連結子会社は確定給付型の制度を設けております。　　

　従業員の退職等に際しては、退職給付会計基準に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

割増退職金を支払う場合があります。

　

(2）制度別の補足説明

　当連結会計年度末現在、連結財務諸表提出会社および国内連結子会社が有する主要な確定給付企業年金

（基金型）は、以下のとおりであります。

　　確定給付企業年金（基金型）

　 設立／編入時期

連結財務諸表提出会社 平成16年

エプソン販売㈱ 平成16年

東北エプソン㈱ 平成16年

エプソンイメージングデバイス㈱ 平成16年

エプソントヨコム㈱ 平成19年

 

２．退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日） 

 （単位：百万円）

(1）退職給付債務 218,019

(2）年金資産 194,592

(3）未積立退職給付債務（(1)－(2)） 23,426

(4）未認識数理計算上の差異 11,623

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額） △1,343

(6）連結貸借対照表計上額純額（(3)－(4)－(5)） 13,145

(7）前払年金費用 1,386

(8）退職給付引当金（(6)＋(7)） 14,532

　（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

３．退職給付費用に関する事項

 （単位：百万円）

(1）勤務費用（注）１・２ 8,173

(2）利息費用 5,613

(3）期待運用収益 △6,271

(4）数理計算上の差異の損益処理額 175

(5）過去勤務債務の損益処理額 △2,340

(6）退職給付費用（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)） 5,351

(7）確定拠出年金掛金 3,299

(8）退職給付費用（(6)＋(7)） 8,650

　（注）１．確定給付企業年金（基金型）に対する従業員拠出額を控除しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2）割引率 主として2.5％

(3）期待運用収益率 主として3.0％

(4）過去勤務債務の額の処理年数 ５年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発

生時より損益処理しております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数 ５年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理することとしております。）
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（税効果会計関係）

第65期連結会計年度
（平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

（単位：百万円） （単位：百万円）

繰延税金資産  

固定資産（減損および償却超過） 31,089

たな卸資産（未実現利益および評価

減）
9,211

退職給付引当金 8,591

賞与引当金 5,494

株式評価減 4,914

繰越欠損金 4,871

製品保証引当金 4,351

訴訟関連費用引当金 3,637

一括償却資産 1,212

その他 21,698

繰延税金資産小計 95,072

評価性引当額 △19,231

繰延税金資産合計 75,841

繰延税金負債  

在外連結子会社等未分配利益 △26,751

その他有価証券評価差額金 △5,346

子会社取得時土地評価差額 △2,613

特別償却準備金 △2,252

その他 △1,528

繰延税金負債合計 △38,492

繰延税金資産の純額 37,348

繰延税金資産  

固定資産（減損および償却超過） 26,682

繰越欠損金 18,262

たな卸資産（未実現利益および評価

減）
8,776

賞与引当金 7,358

株式評価減 5,072

退職給付引当金 4,455

製品保証引当金 3,510

訴訟関連費用引当金 1,320

一括償却資産 1,224

その他 19,240

繰延税金資産小計 95,903

評価性引当額 △29,492

繰延税金資産合計 66,410

繰延税金負債  

在外連結子会社等未分配利益 △32,478

子会社取得時土地評価差額 △2,613

その他有価証券評価差額金 △1,510

特別償却準備金 △1,435

その他 △1,778

繰延税金負債合計 △39,816

繰延税金資産の純額 26,593

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）   

評価性引当額 365.0 

未実現利益税効果未認識額 225.4 

のれん処理額 △43.1 

過年度法人税等 △16.2 

その他 △64.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 507.0％

法定実効税率 40.4％

（調整）   

評価性引当額 15.2 

交際費等一時差異に該当しない項目 1.9 

在外連結子会社の税率変更による影響

額
1.2
 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.1％
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（パーチェス法の適用）

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．企業結合の内容および理由

　連結財務諸表提出会社は、International Business Machines Corporationおよびその関係会社（以下、「IBM」と総

称）との共同事業として、半導体製造工程の運用などを目的として野洲セミコンダクター株式会社（以下、

YSC）を設立し、その発行済株式総数の50％を保有しておりました。

　IBMは、平成18年６月末以降、IBMが保有する残りの50％の株式を連結財務諸表提出会社に9,450百万円で売却

するオプションを有しており、他方、連結財務諸表提出会社も平成18年６月末以降、IBMより当該株式を同額で

購入するオプションを有しておりましたので、平成18年７月１日、当該オプションを行使することにより、YSC

を連結財務諸表提出会社の完全子会社と致しました。

　

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年７月１日～平成19年３月31日

　

３．発生したのれんの金額および償却の方法

　当該株式の取得により発生したのれんは1,936百万円であります。YSCの会社解散が決議されたことから、当該

のれんについては、当連結会計年度にて全額減損しており、特別損失の事業構造再編費用に含めて表示してお

ります。

　

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

科目 帳簿価額（百万円) 科目 帳簿価額（百万円)

 流動資産 8,553 流動負債 2,162

 固定資産 1,521 固定負債 1,160

合計 10,075 合計 3,323

　

５．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額

当該影響額は軽微であります。なお、当注記は監査証明を受けておりません。

第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
情報関連
機器事業
(百万円)

電子デバ
イス事業
(百万円)

精密機器
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
913,475 411,269 86,902 4,383 1,416,031 ― 1,416,031

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,853 33,433 841 25,926 63,055 (63,055) ―

計 916,329 444,703 87,744 30,310 1,479,086 (63,055) 1,416,031

営業費用 832,093 470,758 84,168 42,465 1,429,485 (63,797) 1,365,688

営業利益 84,236 △26,054 3,575 △12,155 49,601 742 50,343

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
       

資産 376,770 356,309 60,351 133,677 927,108 357,956 1,285,065

減価償却費 30,633 42,225 3,513 13,230 89,602 ― 89,602

減損損失 208 41,038 272 213 41,733 ― 41,733

資本的支出 38,652 33,024 4,694 12,250 88,622 (11,074) 77,547

第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
情報関連
機器事業
(百万円)

電子デバ
イス事業
(百万円)

精密機器
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
900,443 360,072 82,901 4,423 1,347,841 ― 1,347,841

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,527 35,124 1,025 24,700 63,378 (63,378) ―

計 902,970 395,197 83,927 29,124 1,411,219 (63,378) 1,347,841

営業費用 819,696 412,364 81,193 40,586 1,353,841 (63,577) 1,290,263

営業利益 83,274 △17,167 2,733 △11,462 57,378 199 57,577

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
       

資産 344,619 308,313 56,634 126,074 835,641 303,523 1,139,165

減価償却費 29,488 31,558 3,820 14,336 79,204 4 79,209

減損損失 788 9,634 56 304 10,783 ― 10,783

資本的支出 28,002 21,987 4,460 12,560 67,010 (2,018) 64,991

　（注）１．事業は、製品特性、市場、販売方法により分類しており、各区分に属する主要商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品等

情報関連機器事業

インクジェットプリンタ、ページプリンタ、ドットマトリクスプリンタ、大判インク

ジェットプリンタおよびそれらの消耗品、カラーイメージスキャナ、ミニプリンタ、

POSシステム関連製品、液晶プロジェクター、液晶モニター、ラベルライタ、PC　等

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

65/98



事業区分 主要商品等

電子デバイス事業
中・小型液晶ディスプレイ、液晶プロジェクター用高温ポリシリコンTFT液晶パネル、

水晶振動子、水晶発振器、オプトデバイス、CMOS LSI　等

精密機器事業
ウオッチ、ウオッチムーブメント、プラスチック眼鏡レンズ、水平多関節型ロボット、IC

ハンドラ、工業用インクジェット装置　等

その他の事業 グループ内サービス業、胎内育成事業　等

２．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能費用はありません。

３．会計方針の変更

　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2) ①に記載のとおり、当社および国内連結子会社

は、法人税法の改正にともない、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、当連結会計年度の営業費用は、情報関連機器事業において631百万円、電子デバイス事業におい

て1,500百万円、精密機器事業において142百万円、その他の事業において283百万円増加し、営業利益が同額減

少しております。

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度374,869百万円、当連結会計

年度322,689百万円であり、その主なものは、現金及び預金、有価証券、短期貸付金等であります。

５．減価償却費および資本的支出には長期前払費用とその償却費を含めております。
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【所在地別セグメント情報】

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（百万円）

アジア・
オセアニ
ア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
640,726 250,374 289,286 235,645 1,416,031 ― 1,416,031

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
602,431 41,264 10,097 551,842 1,205,635 (1,205,635) ―

計 1,243,157 291,638 299,383 787,487 2,621,667 (1,205,635) 1,416,031

営業費用 1,208,069 279,735 299,791 766,293 2,553,890 (1,188,202) 1,365,688

営業利益 35,087 11,902 △408 21,193 67,776 (17,433) 50,343

Ⅱ　資産 703,822 102,831 83,201 232,617 1,122,473 162,591 1,285,065

第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（百万円）

アジア・
オセアニ
ア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
600,489 247,481 291,920 207,949 1,347,841 ― 1,347,841

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
592,102 34,458 7,701 543,954 1,178,217 (1,178,217) ―

計 1,192,591 281,940 299,621 751,904 2,526,058 (1,178,217) 1,347,841

営業費用 1,172,147 273,018 293,872 729,442 2,468,480 (1,178,216) 1,290,263

営業利益 20,444 8,922 5,749 22,461 57,578 (0) 57,577

Ⅱ　資産 637,716 87,598 80,074 206,456 1,011,845 127,319 1,139,165

　（注）１．国または地域の区分の方法は地理的近接度に基づく区分方法によっており、各地域区分に属する主要国名等

は次のとおりであります。

地域区分 主要国名等

米州
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、ヴェ

ネズエラ、メキシコ、ペルー　等

欧州 イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ロシア　等

アジア・オセアニア
中華人民共和国（香港を含む）、シンガポール、マレーシア、台湾、タイ、フィリピン、

オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、インド　等

２．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能費用はありません。

３．会計方針の変更

　 　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2) ①に記載のとおり、当社および国内連結子会社

は、法人税法の改正にともない、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、当連結会計年度の営業費用は、日本において2,557百万円増加し、営業利益が同額減少しており

ます。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度374,869百万円、当連結会計

年度322,689百万円であり、その主なものは、現金及び預金、有価証券、短期貸付金等であります。
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【海外売上高】

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 米州 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 270,483 341,524 352,387 964,395

Ⅱ　連結売上高（百万円）    1,416,031

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
19.1 24.1 24.9 68.1

第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 米州 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 274,407 344,446 301,008 919,862

Ⅱ　連結売上高（百万円）    1,347,841

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
20.4 25.5 22.3 68.2

　（注）１．国または地域の区分の方法は地理的近接度に基づく区分方法によっており、各地域区分に属する主要国名等

は次のとおりであります。

地域区分 主要国名等

米州
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、ヴェ

ネズエラ、メキシコ、ペルー　等

欧州 イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ロシア　等

アジア・オセアニア
中華人民共和国（香港を含む）、シンガポール、マレーシア、台湾、タイ、フィリピン、

オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、インド　等

２．商社等の仲介者を通じての輸出は海外での販売先を把握していないため、海外売上高には含めておりませ

ん。
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（開示対象特別目的会社関係）

 第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

　連結財務諸表提出会社の連結子会社であるエプソントヨコム株式会社（以下、エプソントヨコム）は、連結財務諸表

提出会社水晶事業と統合する前の平成14年３月27日に実施した神奈川県川崎市に所有する不動産（以下、「本件不動

産」という。）の流動化について、平成19年２月23日開催のエプソントヨコム取締役会において解消を決議いたしま

した。

　本流動化においては、特例有限会社である特別目的会社（１社）を利用しております。エプソントヨコムは本件不動

産に係る信託受益権を特別目的会社に譲渡することにより資金調達を行い、特別目的会社が行う本件不動産に関する

匿名組合事業に全額出資するとともに、定期建物賃貸借契約により本件不動産を賃借しておりましたが、平成19年７

月３日をもって、特別目的会社から第三者への信託受益権の売却が行われ、定期建物賃貸借契約についても同日を

もって解約しました。また、匿名組合契約についても平成20年２月29日付けで解約し、匿名組合出資金の返還を受けて

おり、当連結会計年度末現在、将来における損失負担の可能性はないと判断しております。なお、エプソントヨコムは

議決権のある出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

　当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等は、以下のとおりであります。

　

２．当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等

 
主な取引の金額又は
当連結会計年度末残
高（百万円）

主な損益

項目 金額（百万円）

匿名組合出資金 ― 受取配当金 3,557

賃借（リースバック）取引（注） ― 支払リース料 64

（注）本件不動産に対する解約日までの賃借（リースバック）取引であり、当該取引は通常の賃貸借取引に係る方法に

　　　準じて会計処理しております。
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【関連当事者との取引】

第65期連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

草間三郎 － －

当社取締役会

長

（学）エス

イー学園理事

長

被所有

直接0.0％
－ －

建物等の賃

貸※１
37

流動資産

その他
6送出出向者

労務費の請

求※２

46

当社取締役会

長

（財）エプソ

ン国際奨学財

団理事長

被所有

直接0.0％
－ －

運用財務基

盤補強目的

の寄付※３

20 ― ―

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱サンリ

ツ※４

長野県

諏訪市
607 不動産賃貸

被所有

直接0.0％
なし なし

不動産の賃

借※５
19

投資その

他の資産

その他

1

取引条件および取引条件の決定方針等

　（注）※１．建物等の賃貸は、非営利および優秀な卒業生の雇用等に鑑み、両者協議の上決定しております。

※２．送出出向者労務費の請求は、出向従業員の給与支給額および（学）エスイー学園の従業員の給与水準を勘

案し、両者協議の上決定しております。

※３．運用財務基盤補強目的の寄付は、財団からの要請を受け、母体企業としての必要性を勘案し、実施を決定し

ております。

※４．当社役員服部靖夫が9.5％を直接保有し、その近親者が71.3％を保有しております。

※５．不動産の賃借は、近隣の相場をもとに交渉の上決定しております。

６．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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第66期連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

草間三郎 － －

当社取締役会

長

（学）エス

イー学園理事

長

被所有

直接0.0％
－ －

建物等の賃

貸※１
42

流動資産

その他
6送出出向者

労務費の請

求※２

54

当社取締役会

長

（財）エプソ

ン国際奨学財

団理事長

被所有

直接0.0％
－ －

運用財務基

盤補強目的

の寄付※３

 

5 ― ―

送出出向者

労務費の請

求※４

 

4
流動資産

その他
0

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱サンリ

ツ※５

長野県

諏訪市
607 不動産賃貸

被所有

直接0.0％
なし なし

不動産の賃

借※６
19

投資その

他の資産

その他

1

取引条件および取引条件の決定方針等

　（注）※１．建物等の賃貸は、非営利および優秀な卒業生の雇用等に鑑み、両者協議の上決定しております。

※２．送出出向者労務費の請求は、出向従業員の給与支給額および（学）エスイー学園の従業員の給与水準を勘

案し、両者協議の上決定しております。

※３．運用財務基盤補強目的の寄付は、財団からの要請を受け、母体企業としての必要性を勘案し、実施を決定し

ております。

※４．送出出向者労務費の請求は、出向従業員の給与支給額および（財）エプソン国際奨学財団の従業員の給与

水準を勘案し、両者協議の上決定しております。

※５．当社役員服部靖夫が9.5％を直接保有し、その近親者が71.3％を保有しております。

※６．不動産の賃借は、近隣の相場をもとに交渉の上決定しております。

７．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額      2,395円14銭

１株当たり当期純損失  36円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失が計上されており、かつ、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

１株当たり純資産額          2,277円45銭

１株当たり当期純利益 97円24銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり当期純利益（損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第65期連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益（損失）   

当期純利益（△損失）（百万円） △7,094 19,093

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（百万円）
△7,094 19,093

普通株式の期中平均株式数（千株） 196,363 196,362

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

エプソントヨコム㈱130％コールオ

プション条項付第３回無担保転換

社債型新株予約権付社債

概要は、「社債明細表」に記載して

おります。

──────

　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第65期連結会計年度
（平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 494,335 471,446

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
24,018 24,240

（うち少数株主持分） (24,018) (24,240)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 470,317 447,205

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
196,362 196,362
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（重要な後発事象）

第65期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

連結財務諸表提出会社は、平成19年５月23日の取締役会

の包括決議に基づき、平成19年６月１日に条件を決定し、以

下の社債を発行いたしました。

(1）セイコーエプソン株式会社第４回無担保社債（社債

間限定同順位特約付）

①発行総額  20,000百万円

②発行価格  額面100円につき金100円

③利率  年1.70％

④払込期日  平成19年６月12日

⑤償還期限  平成24年６月12日

⑥資金使途  借入金返済資金

──────
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【四半期連結財務諸表】
①【四半期連結貸借対表】

（単位：百万円）

第67期第１四半期
連結会計期間末

（平成20年６月30日）

第66期連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 168,416 171,970

受取手形及び売掛金 196,984 187,775

有価証券 122,009 137,079

製品 100,302 86,344

原材料 19,215 17,780

仕掛品 48,709 49,618

その他 ※5
 93,226

※5
 89,708

貸倒引当金 △3,253 △3,032

流動資産合計 745,610 737,245

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 441,620 435,868

機械装置及び運搬具 575,223 536,915

工具、器具及び備品 198,830 196,487

その他 70,031 67,184

減価償却累計額 △935,854 △893,193

有形固定資産合計 349,851 343,261

無形固定資産 20,906 20,660

投資その他の資産

投資有価証券 24,431 20,419

その他 17,727 17,756

貸倒引当金 △181 △178

投資その他の資産合計 41,977 37,997

固定資産合計 412,735 401,919

資産合計 1,158,346 1,139,165
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（単位：百万円）

第67期第１四半期
連結会計期間末

（平成20年６月30日）

第66期連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 106,746 100,453

短期借入金 26,213 25,283

1年内返済予定の長期借入金 63,849 73,047

未払法人税等 10,282 10,086

賞与引当金 10,211 20,285

製品保証引当金 11,271 11,240

その他 145,272 144,726

流動負債合計 373,848 385,123

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 143,090 143,871

退職給付引当金 13,761 14,532

リサイクル費用引当金 964 948

製品保証引当金 716 830

訴訟損失引当金 3,342 2,955

負ののれん ※4
 2,542

※4
 2,877

その他 22,540 16,580

固定負債合計 286,958 282,595

負債合計 660,807 667,718

純資産の部

株主資本

資本金 53,204 53,204

資本剰余金 79,500 79,500

利益剰余金 333,877 326,719

自己株式 △7 △7

株主資本合計 466,575 459,417

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,102 3,859

繰延ヘッジ損益 △1,021 156

為替換算調整勘定 1,466 △16,227

評価・換算差額等合計 6,548 △12,211

少数株主持分 24,415 24,240

純資産合計 497,539 471,446

負債純資産合計 1,158,346 1,139,165

EDINET提出書類

セイコーエプソン株式会社(E01873)

公開買付届出書

75/98



②【四半期連結損益計算書】
第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

第67期第１四半期
連結累計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高 304,277

売上原価 212,563

売上総利益 91,713

販売費及び一般管理費 ※1
 69,339

営業利益 22,374

営業外収益

受取利息 1,363

その他 1,820

営業外収益合計 3,183

営業外費用

支払利息 1,438

為替差損 1,928

その他 212

営業外費用合計 3,580

経常利益 21,977

特別利益

訴訟損失引当金戻入益 269

その他 170

特別利益合計 439

特別損失

たな卸資産評価損 4,569

その他 2,129

特別損失合計 6,698

税金等調整前四半期純利益 15,718

法人税等 ※2
 5,254

少数株主利益 163

四半期純利益 10,300
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③【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

第67期第１四半期
連結累計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 15,718

減価償却費 18,319

持分法による投資損益（△は益） △21

のれん償却額 △300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,230

製品保証引当金の増減額（△は減少） △496

退職給付引当金の増減額（△は減少） △921

受取利息及び受取配当金 △1,621

支払利息 1,438

為替差損益（△は益） △547

固定資産売却損益（△は益） △116

固定資産除却損 511

投資有価証券売却損益（△は益） △1

売上債権の増減額（△は増加） △7,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,938

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,868

仕入債務の増減額（△は減少） 8,595

その他 △7,791

小計 10,215

利息及び配当金の受取額 1,591

利息の支払額 △1,339

法人税等の支払額 △3,875

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △259

投資有価証券の取得による支出 △454

投資有価証券の売却による収入 7

有形固定資産の取得による支出 △15,456

有形固定資産の売却による収入 187

無形固定資産の取得による支出 △1,753

無形固定資産の売却による収入 9

長期前払費用の取得による支出 △102

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,800
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（単位：百万円）

第67期第１四半期
連結累計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,494

長期借入金の返済による支出 △9,979

リース債務の返済による支出 △2,110

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △3,141

少数株主への配当金の支払額 △398

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,405

現金及び現金同等物の期首残高 316,414

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 298,008
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
第67期第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

　

前連結会計
年度末
（平成20年
３月31日）

増加 減少

当第１四半
期連結会計
期間末
（平成20年
６月30日）

連結子会社
数

100 － 2 98

    連結の範囲の変更

　 （減少２社）

・清算によるもの２社　　

野洲セミコンダクター㈱

Toyocom U.S.A., Inc

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）たな卸資産の評価基準の変更

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことにともない、たな卸資産の評価基準を

変更しております。

　これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ1,474百万円増加し、税金等調整前四

半期純利益は3,095百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　 (2）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表か

ら適用することができることになったことにともない、当第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につ

いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　これにより、営業利益は299百万円、経常利益は167百万円それぞれ増加し、税金等調整

前四半期純利益は478百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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第67期第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　 (3）完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）およ

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19

年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できること

になったことにともない、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期

適用し、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

の工事については工事完成基準を適用しております。これによる四半期連結財務諸表

に与える影響は軽微であります。

　なお、過年度の工事の進捗に見合う損益については特別利益として計上しており、こ

れに対応する工事収益は157百万円、工事原価は113百万円であります。

【簡便な会計処理】

　
第67期第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出については、実地たな卸を省略し前

連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

２．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

３．法人税等ならびに繰延税

金資産および繰延税金負債

の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境に著

しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められ

るので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
第67期第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示

しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

第67期第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

第66期連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１．手形割引高は、15百万円であります。

　（内輸出荷為替手形割引高は、15百万円でありま

す。）

１．　　　　　　　──────

　

２．保証債務

　正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀

行からの借入金に対して保証を行っております。

２．保証債務

　正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀

行からの借入金に対して保証を行っております。

正規従業員 1,984百万円 正規従業員 2,038百万円

３．貸出コミットメント

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機

関28社と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

３．貸出コミットメント

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機

関28社と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 80,000百万円

借入実行残高 30,000百万円

差引額 50,000百万円

貸出コミットメントの総額 80,000百万円

借入実行残高 30,000百万円

差引額 50,000百万円

※４．のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額を

「負ののれん」として表示しております。相殺前の金

額は次のとおりであります。

※４．のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額を

「負ののれん」として表示しております。相殺前の金

額は次のとおりであります。

のれん 427百万円

負ののれん 2,970百万円

のれん 423百万円

負ののれん 3,300百万円

※５．現先取引の担保として自由処分権のある有価証券

を受け入れており、当第１四半期連結会計期間末日の

時価は10,004百万円であります。

※５．現先取引の担保として自由処分権のある有価証券

を受け入れており、当連結会計年度末日の時価は9,606

百万円であります。

      （四半期連結損益計算書関係）

第67期第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

給料手当 19,223百万円

研究開発費 10,161百万円

※２．当第１四半期連結累計期間における税金費用については、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括　　　

し「法人税等」として表示しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

第67期第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 168,416百万円

有価証券勘定 122,009百万円

貸付金（現先運用） 10,000百万円

短期借入金勘定（当座借越） △617百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△1,783百万円

償還期限が３ヶ月を超える有

価証券
△15百万円

現金及び現金同等物 298,008百万円

      （株主資本等関係）

第67期第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）および当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類および総数

　　　普通株式　　196,364,592株　

２．自己株式の種類および株式数

　　　普通株式　　      2,391株　

３．配当に関する事項

　　配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 3,141 16 平成20年３月31日 平成20年６月26日 利益剰余金　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

第67期第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
情報関連
機器事業
（百万円）

電子デバ
イス事業
（百万円）

精密機器
事業
（百万円）

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 204,430 78,991 19,966 888 304,277 ―　 304,277

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
640 8,720 317 8,393 18,072 (18,072) ―　

計 205,071 87,712 20,284 9,282 322,349 (18,072)　 304,277

営業利益 21,649 2,506 241 △2,292 22,105 268 22,374

　（注）１．事業は、製品特性、市場、販売方法により分類しており、各区分に属する主要商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品等

情報関連機器事業

インクジェットプリンタ、ページプリンタ、ドットマトリクスプリンタ、大判インクジェットプリンタお

よびそれらの消耗品、カラーイメージスキャナ、ミニプリンタ、POSシステム関連製品、液晶プロジェク

ター、液晶モニター、ラベルライタ、PC　等

電子デバイス事業
中・小型液晶ディスプレイ、液晶プロジェクター用高温ポリシリコンTFT液晶パネル、水晶振動子、水晶

発振器、オプトデバイス、CMOS LSI　等

精密機器事業
ウオッチ、ウオッチムーブメント、プラスチック眼鏡レンズ、水平多関節型ロボット、ICハンドラ、工業用

インクジェット装置　等

その他の事業 グループ内サービス業、胎内育成事業　等

２．会計処理基準に関する事項の変更

（たな卸資産の評価基準の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.(1）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

　これにともない、従来の方法によった場合と比較し、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、情報関連機器事業において518百万円、電

子デバイス事業において745百万円、精密機器事業において204百万円、その他の事業において５百万円それぞれ増加しております。

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.(2）に記載のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。

　これにともない、従来の方法によった場合と比較し、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、情報関連機器事業において25百万円、電子

デバイス事業において271百万円、精密機器事業において０百万円、その他の事業において２百万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

第67期第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 132,695 60,363 64,449 46,768 304,277 ―　 304,277

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
136,328 7,372 1,306 123,582 268,589 (268,589)　 ―

計 269,023 67,736 65,755 170,351 572,867 (268,589)　 304,277

営業利益 9,794 4,058 2,869 5,629 22,352 21 22,374

　（注）１．国または地域の区分の方法は地理的近接度に基づく区分方法によっており、各地域区分に属する主要国名等は次のとおりであります。

地域区分 主要国名等

米州
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、ヴェネズエラ、メキシ

コ、ペルー　等

欧州 イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ロシア　等

アジア・オセアニア
中華人民共和国（香港を含む）、シンガポール、マレーシア、台湾、タイ、フィリピン、オーストラリア、

ニュージーランド、インドネシア、韓国、インド　等

２．会計処理基準に関する事項の変更

（たな卸資産の評価基準の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.(1）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

　これにともない、従来の方法によった場合と比較し、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、日本において800百万円、消去又は全社に

おいて673百万円それぞれ増加しております。

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.(2)に記載のとおり、「所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。

　これにともない、従来の方法によった場合と比較し、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、日本において299百万円増加しておりま

す。
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【海外売上高】

第67期第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 米州 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 65,272 73,431 69,787 208,490

Ⅱ　連結売上高（百万円）    304,277

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
21.5 24.1 22.9 68.5

　（注）１．国または地域の区分の方法は地理的近接度に基づく区分方法によっており、各地域区分に属する主要国名等は次のとおりであります。

地域区分 主要国名等

米州
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、ヴェネズエラ、メキシ

コ、ペルー　等

欧州 イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ロシア　等

アジア・オセアニア
中華人民共和国（香港を含む）、シンガポール、マレーシア、台湾、タイ、フィリピン、オーストラリア、

ニュージーランド、インドネシア、韓国、インド　等

２．商社等の仲介者を通じての輸出は海外売上高には含めておりません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

第67期第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

第66期連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 2,409円44
銭

　
１株当たり純資産額 2,277円45

銭

　

２．１株当たり四半期純利益

第67期第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益 52
円

　
46銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
第67期第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益  

四半期純利益（百万円） 10,300

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 10,300

普通株式の期中平均株式数（千株） 196,362

      （重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【会社以外の団体の場合】

　該当事項はありません。

３【個人の場合】

　該当事項はありません。
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第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
 

１【届出書提出日現在における株券等の所有状況】

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 16,563,671（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 16,563,671 － －

所有株券等の合計数 16,563,671 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 16,521,250（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 16,521,250 － －

所有株券等の合計数 16,521,250 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 42,421（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 42,421 － －

所有株券等の合計数 42,421 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －
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（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

①【特別関係者】

氏名又は名称 オリエント時計株式会社

住所又は所在地 東京都千代田区外神田二丁目４番４号（対象者所在地）

職業又は事業の内容
腕時計の製造・販売、プリンタ部品・水晶振動子等の加工・組立及び半導体ウエ
ハーの加工

連絡先

連絡者　　オリエント時計株式会社
管理部長　石川　剛史

連絡場所　東京都千代田区外神田二丁目４番４号
連絡先　　（03）3255－1451

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

氏名又は名称 渡邉　淳

住所又は所在地 東京都千代田区外神田二丁目４番４号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 対象者代表取締役社長

連絡先

連絡者　　オリエント時計株式会社
管理部長　石川　剛史

連絡場所　東京都千代田区外神田二丁目４番４号
連絡先　　（03）3255－1451

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

氏名又は名称 飯山　雅一

住所又は所在地 東京都千代田区外神田二丁目４番４号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 対象者取締役

連絡先

連絡者　　オリエント時計株式会社
管理部長　石川　剛史

連絡場所　東京都千代田区外神田二丁目４番４号
連絡先　　（03）3255－1451

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

氏名又は名称 吉村　昌弘

住所又は所在地 東京都千代田区外神田二丁目４番４号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 対象者取締役

連絡先

連絡者　　オリエント時計株式会社
管理部長　石川　剛史

連絡場所　東京都千代田区外神田二丁目４番４号
連絡先　　（03）3255－1451

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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氏名又は名称 河邉　俊二

住所又は所在地 東京都千代田区外神田二丁目４番４号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 対象者取締役

連絡先

連絡者　　オリエント時計株式会社
管理部長　石川　剛史

連絡場所　東京都千代田区外神田二丁目４番４号
連絡先　　（03）3255－1451

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

②【所有株券等の数】

オリエント時計株式会社

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 24,421（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 24,421 － －

所有株券等の合計数 24,421 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

渡邉　淳

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 5,000（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 5,000 － －

所有株券等の合計数 5,000 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －
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飯山　雅一

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 7,000（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 7,000 － －

所有株券等の合計数 7,000 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

吉村　昌弘

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 2,000（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 2,000 － －

所有株券等の合計数 2,000 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

河邉　俊二

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 4,000（株） －（株） －（株）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 4,000 － －

所有株券等の合計数 4,000 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －
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２【株券等の取引状況】

（１）【届出日前60日間の取引状況】

　該当事項はありません。

 

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

　当社は、対象者の第三位株主（平成20年６月30日現在）である株式会社みずほコーポレート銀行との間で、平成20年９月24

日に公開買付けの応募に関する契約を締結し、同社の所有する対象者株式1,433,000株（本書提出日現在、発行済株式総数に

対する所有割合4.51％（小数点以下第三位を四捨五入しています。））の全てについて原則として本公開買付けに応募する

旨の同意を得ております。

 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

　該当事項はありません。

　なお、会社法に従い株主より単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令に従い公開買付期間中に自己の

株式を買取ることがあります。この場合、対象者は法令及び対象者株式取扱規程等に定める価格にて当該株式を買取ります。

 

第４【公開買付者と対象者との取引等】
 

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

　当社は対象者へウオッチムーブメント等を販売しております。なお、当社グループと対象者グループとの間には、情報関連

機器事業、電子デバイス事業及び精密機器事業において取引があります。

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

公開買付者から対象者に対する売
上高（百万円）

14,224 6,357 4,023

対象者から公開買付者に対する売
上高（百万円）

24,210 11,512 7,288

　（注１）　上記金額は、公開買付者と対象者との間の取引に係る各売上高となっております。なお、当社グループと対象者グルー

プとの間の取引に係る各売上高は以下のとおりです。

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

公開買付者グループから対象者グ
ループに対する売上高（百万円）

19,004 10,021 12,788

対象者グループから公開買付者グ
ループに対する売上高（百万円）

27,037 16,219 20,910

　（注２）　上記金額（注１を含む。）には消費税等は含まれておりません。

　（注３）　上記金額（注１を含む。）は百万円単位未満切捨てによっております。

　（注４）　上記金額（注１を含む。）には有償支給取引高を含んでおります。
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２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

　対象者は、平成20年９月24日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明するとともに、対象者の株主に対

して本公開買付けに応募することを勧める旨の決議をしております。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程

　当社グループは、情報関連機器（プリンタ・液晶プロジェクター・ＰＣ等）、電子デバイス（中・小型液晶ディスプレイ

・水晶振動子・CMOS LSI等）、精密機器（ウオッチ・ウオッチムーブメント・プラスチック眼鏡レンズ・水平多関節型ロ

ボット等）などの開発、製造、販売を主な事業とし、当社及び当社と一体となった国内外の製造・販売関係会社（連結子会

社98社、非連結子会社のうち持分法適用会社２社、及び持分法適用関連会社４社）によって事業展開を行っております。

　当社グループは、イメージングソリューションを提供するリーディングカンパニーとしての事業基盤を十二分に活かし、

将来にわたって着実に成長していくための指針として、平成15年に中長期基本構想を策定し、ｉ１（imaging on paper：

プリンタ）、ｉ２（imaging on screen：プロジェクター）、ｉ３（imaging on glass：ディスプレイ）という当社グルー

プの強みが活かせる事業ドメイン（３ｉ）に経営資源を集中し、完成品事業と電子デバイス事業が連携を図りつつ各事業

領域を拡大するのと同時に、これらの３つの「ｉ」分野が連携・融合しながら新しい市場や事業を創出していくことを目

指しています。

 

　一方、対象者は、昭和25年の設立以来、「ORIENTブランド」の腕時計の製造・販売を主たる業務として、グローバルな販売

活動を展開しております。

　対象者は、昭和36年10月には東京証券取引所市場第二部に株式を上場し、その後、子会社である秋田オリエント精密が、プ

リンタ部品及び水晶振動子の加工・組立・販売を行い、また株式会社ユーティーエスが半導体シリコンウェハーの加工を

行うことにより、情報関連事業及び電子デバイス事業にも進出し、グループの事業を拡大してきました。当社グループは、

ウオッチ事業の販売先として、またプリンタ事業及び水晶デバイス事業の製造委託先として、対象者及びその子会社との

取引を開始し、また対象者に対して資本参加及び役職員の派遣を行ってきました。対象者は、時計事業における国内の消費

低迷などから業績が悪化し、平成12年３月期に連結債務超過に陥りました。これに対し、対象者は平成12年10月に再建計画

を策定し、平成13年３月には財務基盤の安定化と関係強化を目的として、当社を引受先とする第三者割当増資を実施した

結果、当社が51.99％の株式を保有することとなり、対象者は当社の連結子会社となりました。

　その後対象者は、上場維持を図るべく、資本増強等債務超過解消の方策について検討を重ねましたが、平成15年３月期ま

で３期連続の債務超過に陥り、平成15年７月、対象者の株式は、東京証券取引所市場第二部の上場を廃止されました。現在

対象者の株式は、日本証券業協会のグリーンシート銘柄の指定を受けております。

　また、この間、秋田オリエント精密は、時計製造で培った精密加工・組立技術を活かして、当社グループのプリンタ製品に

使用する部品の加工・組立及び水晶振動子の加工へと事業内容の転換を果たし、以降、当社グループの重要な国内製造拠

点の一つとしての役割を担っています。

 

　現在の当社グループを取り巻く事業環境につきましては、デジタル化の進展による参入障壁の低下がもたらした競争激

化や、商品・技術の成熟化により差別化がますます困難になるなかで、熾烈な価格競争あるいは商品の短サイクル化など

が進行し非常に厳しい状況にあります。このような厳しい事業環境を勝ち抜き、当社グループの今後の更なる成長を実現

するためには、グループ経営戦略に沿った迅速かつ的確な意思決定とその実行によって、グループ経営体質を強化してい

くことが必要不可欠となります。そして、当社グループの中長期基本構想でも当社グループの主柱事業として位置づけら

れているプリンタ事業、及び電子デバイス事業の中核となる水晶デバイス事業において、これを実現するためには、対象者

グループとの一層の連携強化が必要となります。

　そこで当社は、本公開買付け及びその後に予定している株式交換により対象者を完全子会社化し、必要な施策を推進して

いくことが、当社グループの経営のスピードを向上するとともに更なる効率化の実現につながり、当社グループにおける

経営資源の最適配置及び企業価値の最大化の観点から最善の選択であるものと判断いたしました。

 

　対象者にとりましても、対象者グループの主力事業である情報関連事業と電子デバイス事業が、当社グループからの製造

受託であるという性格を有することから、対象者グループが独自に生産技術力や生産性を向上するには限界があります。

今後予想される対象者グループの厳しい事業環境を考慮すると、対象者が当社の完全子会社となることによって、対象者

グループは、当社グループ内において、より柔軟かつ機動的に事業基盤を強化するとともに、安定的な企業経営を実現する

ことができ、最終的には対象者の顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーに持続的な利益を提供する好機になるも

のと考えております。
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　なお、当社は、対象者の完全子会社化後も、対象者の従業員及び時計事業等に関連するブランド等につきましては維持継

続する予定です。当社は、対象者の完全子会社化を完了した後は、対象者グループが当社グループの技術、ノウハウ、生産設

備、生産方式などの経営資源を有効活用することにより、より効率的かつ機動的な事業オペレーション体制を構築できる

よう、対象者の経営を行ってまいります。まず、秋田オリエント精密が営むプリンタ事業については、自動化・高効率合理

化生産設備の共同開発と導入により、高品質・低コスト製品の製造・加工を可能とし、対象者グループ、ひいては当社グ

ループのさらなる競争力強化につなげることを目指します。また、同様に秋田オリエント精密が営む水晶デバイス事業に

ついても、当社グループの主力製品で今後多彩なアプリケーションへの搭載が期待されるジャイロセンサーなどの国内量

産基幹拠点として位置付け、新たな生産方式の開発・導入により生産効率性を向上するとともに、製品の量産立ち上げを

中心に商品開発のスピード化を実現し、事業の拡大と強化を目指していきます。一方、対象者グループの時計事業において

は、当社グループの有する精密機器事業における生産・製造に関する技術、ノウハウ、人材などの経営資源の活用を通し

て、製造基盤の強化を図るとともに一層の採算改善に取り組むこととします。これらの施策により、対象者グループの事業

体質及び経営基盤の強化を行ない、対象者グループ、ひいては当社グループ全体の企業価値の最大化を図っていきたいと

考えております。

　また、当社は、対象者の完全子会社化後も、対象者グループを含めた当社グループ内における経営資源の最適配分及びそ

れによる当社グループ全体の企業価値の最大化の観点から、当社グループと対象者グループとのさらなる関係強化を図り

つつ、当社グループ内外における再編を含むあらゆる可能性も視野に入れ、その時々における最善の施策を継続的に検討

し、実施していく所存です。

　なお、上記各施策の決定及び実行にあたって、適時開示の必要が生じた場合には、適時開示規則に従い、適切に情報開示を

いたします。

 

(3）買付価格の公正性を担保するための措置

　当社は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格の公正性を担保するため、買付価格を決定するにあたり、当社及び

対象者から独立した第三者算定機関であり、当社のフィナンシャル・アドバイザーである日興コーディアル証券から平成

20年９月22日に提出された株式価値算定書を参考にいたしました（なお、日興コーディアル証券からは買付価格の公正性

に関する意見（フェアネスオピニオン）は取得しておりません。）。日興コーディアル証券は、類似上場会社比較法、ＤＣ

Ｆ法の各手法を用いて対象者の株式価値を算定しております。それぞれの手法によって算定された対象者の１株あたりの

株式価値の範囲は、類似上場会社比較法では107円から131円、ＤＣＦ法では102円から156円であります。当社は、かかる株

式価値算定書を参考にし、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成立の見通し等も総合的に勘案し、

かつ、対象者との協議・交渉結果等もふまえ、平成20年９月24日開催の当社取締役会において、最終的な買付価格を130円

と決定いたしました。なお、買付価格130円は、当社取締役会開催日の前営業日（平成20年９月22日）直近の取引成立日

（平成20年９月22日）において成立した取引の売買価格70円に対して、85.71％（小数点以下第三位四捨五入）、当社取締

役会開催日の前営業日（平成20年９月22日）において日本証券業協会が公表した対象者普通株式の買い気配値70円に対

して、85.71％（小数点以下第三位四捨五入）、それぞれ上回っております。

　一方、対象者においては、当社が対象者の親会社であることから、対象者の他の株主に対して提示する買付価格その他の

条件についてその公正性を担保するため、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であり、対象者のフィナンシャル

・アドバイザーである新光証券から、平成20年９月22日に提出された株式価値算定書を参考にいたしました（なお、新光

証券から買付価格の公正性に関する意見（フェアネスオピニオン）は取得しておりません。）。また、対象者のリーガルア

ドバイザーである山﨑法律事務所からも対象者の意思決定の公正性の担保について必要な法的助言も得ております。

　対象者はこれらの内容を踏まえたうえで、当社との協議内容や本公開買付けの諸条件を検討した結果、平成20年９月24日

開催の取締役会において、本公開買付けの諸条件は妥当であり、対象者の株主に対して合理的な価格により対象者の株式

の売却機会を提供するものであると判断し、本公開買付けについて賛同の意を表明するとともに、対象者の株主に対して

本公開買付けに応募することを勧める旨の決議を行いました。

　以上に加え、当社は、本公開買付けにおける公開買付期間を比較的長期間である34営業日に設定することにより、他の買

付者による買付けの機会を確保するとともに、対象者の株主に対して本公開買付けの応募の適切な判断機会を提供してお

ります。また、当社と対象者との間で、対象者株式の買付けについて、他の買付者の出現及び遂行を阻害するような合意は

存在しておりません。このように、第三者からの買付けの機会を確保することにより、本公開買付価格の適正性を客観的に

も担保しています。

 

(4）利益相反を回避するための措置

　当社と当社の連結子会社である対象者の間の利益相反を回避するための措置として、上記(2）記載のとおり、当社と対象

者はそれぞれ別個に、当社及び対象者とは独立した第三者算定機関から株式価値算定書を取得し、それを参考に当社は本

公開買付けの買付価格を決定し、対象者は本公開買付けに対する賛同等に関する判断をいたしました。
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　また、対象者の取締役会は本公開買付けに対する意見表明にかかる決議をするにあたり、新光証券による株式価値算定書

に加え、対象者のリーガルアドバイザーである山﨑法律事務所の助言も参考にいたしました。なお、平成20年９月24日開催

の対象者取締役会において本公開買付けに賛同するとともに、対象者の株主に対して本公開買付けに応募することを勧め

る旨の決議をするにあたっては、対象者の代表取締役社長である渡邉淳氏及び取締役である佐藤敏氏は当社の従業員であ

るため、対象者における意思決定の公正性及び中立性を保つ観点から審議及び決議には参加しておらず、対象者の社外監

査役である草深完至氏及び内藤高弘氏はいずれも当社の従業員であり、また常勤監査役上村和孝氏も当社の従業員である

ため、それぞれ利益相反のおそれがあることから、上記審議及び決議に対していずれも意見を差し控えております。対象者

の上記取締役会においては、このような利益相反回避のための措置が採られたうえで、上記渡邉氏及び佐藤氏以外の対象

者の取締役全員が参加し、決議に参加した取締役の全員一致で賛同の意見を表明し、株主に対して本公開買付けに応募す

ることを勧めることが決議されました。
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第５【対象者の状況】
 

１【最近３年間の損益状況等】

（１）【損益の状況】

決算年月
平成18年３月期
（第81期）

平成19年３月期
（第82期）

平成20年３月期
（第83期）

売上高（百万円） 33,752 23,415 18,600

売上原価（百万円） 31,236 20,938 15,923

販売費及び一般管理費（百万円） 2,177 2,293 2,367

営業外収益（百万円） 163 114 179

営業外費用（百万円） 108 100 157

当期純利益（百万円） 938 142 200

　（注１）　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　（注２）　上記（注１を含む。）は、対象者の平成18年３月期（第81期）有価証券報告書（平成18年６月29日提出）、平成19年３

月期（第82期）有価証券報告書（平成19年６月28日提出）及び平成20年３月期（第83期）有価証券報告書（平成

20年６月27日提出）より引用しました。

　（注３）　百万円単位未満切捨てによっております。

 

（２）【１株当たりの状況】

決算年月
平成18年３月期
（第81期）

平成19年３月期
（第82期）

平成20年３月期
（第83期）

１株当たり当期純利益（円） 29.57 4.50 6.30

１株当たり配当額（円） － － －

１株当たり純資産額（円） 68.75 72.90 78.88

　（注）　上記は、対象者の平成18年３月期（第81期）有価証券報告書（平成18年６月29日提出）、平成19年３月期（第82期）有

価証券報告書（平成19年６月28日提出）及び平成20年３月期（第83期）有価証券報告書（平成20年６月27日提出）

より引用しました。

 

２【株価の状況】

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

日本証券業協会　グリーンシート

月別 平成20年３月 平成20年４月 平成20年５月 平成20年６月 平成20年７月 平成20年８月 平成20年９月

最高株価（円） 70 60 69 56 65 65 75

最低株価（円） 62 60 50 41 60 60 60

　（注１）　対象者の株式は、日本証券業協会のグリーンシート銘柄（オーディナリー区分）に指定されており、日本証券業協会

より気配値が公表されております。上記「最高株価」及び「最低株価」はそれぞれ、売り気配値の最高値及び最低

値を記載しております。

　（注２）　平成20年９月については、平成20年９月24日までの売り気配の価格です。
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３【株主の状況】

（１）【所有者別の状況】
      平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
外国法人等
のうち個人

個人その他 計

株主数（人） － 2 5 21 2 － 1,225 1,255 －

所有株式数
（単元）

－ 1,733 7 18,221 32 － 11,72931,72258,000

所有株式数の
割合（％）

－ 5.46 0.02 57.45 0.10 － 36.97 100.00－

　（注１）　自己株式24,096株（単元未満株式の買取による株式）は「個人その他」に24単元及び「単元未満株式の状況」に96

株含めて記載しております。

　（注２）　「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,188単元及び38株

含まれております。

　（注３）　上記（注１、注２を含む。）は、対象者の平成20年３月期（第83期）有価証券報告書（平成20年６月27日提出）より引

用しました。

 

（２）【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

  平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（千株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

セイコーエプソン㈱ 東京都新宿区西新宿２丁目4-1 16,521 52.0

影山　保子 神奈川県横浜市港北区 3,000 9.4

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目3-3 1,433 4.5

大山　英夫 東京都品川区 610 1.9

河原　義明 京都府八幡市 509 1.6

影山　雅子 神奈川県横浜市港北区 473 1.5

㈱損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26-1 300 0.9

石川　昌宜 東京都江東区 269 0.8

㈱清里中央オートキャンプ場 愛知県名古屋市北区若葉通１丁目38 212 0.7

花岡　詮 長野県岡谷市 200 0.6

計 － 23,527 73.9

　（注１）　上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が1,188千株あります。

　（注２）　上記（注１を含む。）は、対象者の平成20年３月期（第83期）有価証券報告書（平成20年６月27日提出）より引用し

ました。

　（注３）　「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」は、小数点以下第二位を四捨五入しております。

　（注４）　対象者の第84期第１四半期報告書（平成20年８月６日提出）によると、対象者の平成20年３月期（第83期）有価証券

報告書（平成20年６月27日提出）記載の「大株主の状況」について、当第１四半期会計期間において、大株主の異

動は把握されておりません。
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②【役員】

   平成20年６月27日現在

氏名 役名 職名
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

渡邉　淳 代表取締役社長 商品本部長 5,000 0.02

飯山　雅一 取締役 営業本部長 7,000 0.02

吉村　昌弘 取締役 商品本部副本部長 2,000 0.01

河邉　俊二 取締役 管理部長 4,000 0.01

佐藤　敏 取締役 － － －

上村　和孝 監査役（常勤） － － －

草深　完至 監査役 － － －

内藤　高弘 監査役 － － －

計 － － 18,000 0.06

　（注１）　監査役　上村和孝、草深完至、及び内藤高弘は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　（注２）　対象者は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を

選任しております。

氏名 所有株式数（株）
発行済株式の総数に対する所有株式数
の割合（％）

三好　康之 － －

　（注３）　上記（注１、注２を含む。但し、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合を除く。）は、対象者の平成20年３月期

（第83期）有価証券報告書（平成20年６月27日提出）及び平成20年３月期（第83期）有価証券報告書の訂正報告

書（平成20年９月４日提出）より引用しました。

　（注４）　発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、対象者の発行済普通株式の総数（平成20年６月27日現在31,780,000

株）に対する所有株式数の割合とし、小数点以下第三位を四捨五入しております。

　（注５）　対象者の第84期第１四半期報告書（平成20年８月６日提出）によると、対象者の平成20年３月期（第83期）有価証券

報告書（平成20年６月27日提出）記載の「役員の状況」について、当該四半期報告書の提出日までにおいて、役員

の異動はありません。
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４【その他】

(1）第84期第１四半期報告書の概要

　対象者は、平成20年８月６日に第84期第１四半期報告書を提出しております。当該報告書に基づく、対象者の連結損益状

況等の概要は以下の通りです。

 

①　損益の状況

会計期間
平成21年３月期

（第84期第１四半期）

売上高（百万円） 7,842

売上原価（百万円） 6,994

販売費及び一般管理費（百万円） 658

営業外収益（百万円） 26

営業外費用（百万円） 36

四半期純利益（百万円） 123

 

②　１株当たりの状況

会計期間
平成21年３月期

（第84期第１四半期）

１株当たり四半期純利益（円） 3.88

１株当たり配当金（円） －

１株当たり純資産額（円） 170.56

 

(2）平成21年３月期第２四半期累計期間業績予想値の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の概要

　対象者は、平成20年９月22日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表に基づく、対象者の

業績予想の修正概要は以下の通りです。

 

①　連結

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ）
（平成20年７月28日発表）（百万円）

16,200 430 400 200

今回発表予想（Ｂ）（百万円） 17,100 560 560 280

増減額（Ｂ－Ａ）（百万円） 900 130 160 80

増減率（％） 5.5 30.2 40.0 40.0

前期（平成19年９月中間期）実績（百万円） 15,329 1,232 1,233 741
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②　単独

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ）
（平成20年４月28日発表）（百万円）

4,100 － 110 80

今回発表予想（Ｂ）（百万円） 4,100 － 130 50

増減額（Ｂ－Ａ）（百万円） 0 － 20 △30

増減率（％） － － 18.1 △37.5

前期（平成19年９月中間期）実績（百万円） 14,373 253 258 156

　（注）百万円単位未満切捨てによっております。
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